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令和元年第３回東洋町議会定例会 令和元年９月１０日火曜日 

 

議事のてんまつ 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（西岡 尚宏議長）  

皆さん、おはようございます。 

ただいまの出席議員は全員であります。 

これより、令和元年第３回東洋町議会定例会を開会します。 

（開会時間：９時００分） 

直ちに、本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配布したとおり、会議録署名議員

の指名、会期の決定のほか、議案として、発議１件、決算認定９

件、専決処分事項補正予算１件、条例４件、補正予算３件、人事

１件、報告１件の計２０件であります。 

日程に入るに先立ちまして、諸般の報告を行います。 

まず、地方自治法第２３５条の２第３項の規定により、監査委

員から令和元年５月から７月分の例月出納検査の結果について、

不都合は認められないとの報告が提出されております。 

また、平成３０年度東洋町一般会計歳入歳出決算、各特別会計

歳入歳出決算審査意見書が提出されております。 

次に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１

項の規定により、教育委員会から、平成３０年度東洋町教育委員

会の自己点検、評価シートが提出されております。 

次に、閉会中の議員派遣３件について報告があり、代表派遣議

員から提出されております。 

以上をもって、諸般の報告を終わります。 

 

日程に入る前に、町長から行政報告の、発言の申出がありまし
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町長 

 

 

 

議長 

 

 

 

町長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たので、これを許します。 

松延町長。 

 

（松延 宏幸町長） 

皆さん、おはようございます。 

本日、令和元年９月の定例会を招集いたしましたところ、 

 

（西岡 尚宏議長） 

 町長、ちょっと。 

どうぞ。 

 

（松延 宏幸町長） 

議員全員のご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。 

 今年の夏は、お盆前に、台風接近などもございましたが、幸い

にも大きな被害もなく、昨年から延期となっておりました、本町

での安芸郡町村議員等研修会も、７月２４日、無事に開催をされ、

盛会のうちに終了されまして、執行部といたしましても、少し安

堵したところでございます。 

 令和初の敬老会も婦人会の方々、地域の皆様のご協力によりま

して、９月７日、無事に開催をいたしております。 

 秋の行事もこれからが本番を迎えますけれども、台風シーズン

は、まだ終わっておりませんので、災害等につきましては、常時、

警戒を怠らないように取り組んで参ります。 

 さて、本定例会への提出案件でございますが、平成３０年度の

各会計決算の認定案件９件、条例案件４件、令和元年度の補正予

算案３件、専決予算１件、人事同意案件１件、報告事項１件、あ
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わせまして、合計１９件となっております。 

 委員会等でのご審議も含め、適切なご決定をお願いを申し上げ

ます。 

 それでは提案理由に先立ちまして、若干の行政報告をさせてい

ただきます。 

まず、阿南安芸自動車道についてでございますが、本年３月２

９日に、新規事業化決定をされました阿南安芸自動車道の、海陽

町多良から野根間でございますが、土佐国道事務所、高知県道路

課は、８月２６日、２８日、２９日と３箇所で測量調査の立入説

明会を実施いたしております。 

 いよいよ本町におきましても、高規格道路の事業化着手が開始

されたということであります。 

 今後、段階を踏み、用地交渉など、完成に至るまで長期間の事

業となります。 

地権者の皆様のご理解とご協力が必要不可欠となって参りま

す。 

 町といたしましても円滑に事業の進展が図られるよう最大限

の努力をして参りたいと思っております。 

続きまして、集落活動センターについてでございます。 

避難タワーと集会所機能や、様々な活動の拠点施設としての機

能を併せ持つ複合施設として計画しておりました集落活動セン

ターでございますが、県のご支援、ご指導を受けながら、８月３

０日に、白浜集会所におきまして、甲浦地区集落活動センターの

設立総会を開催をいたしております。 

 昨年１０月に、来町をされました知事の対話と実行行脚から１

年をかけまして、準備会などを重ねて参ったところでございま
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す。 

この設立総会で規約案などをご承認をいただいたことで、様々

な支援策の活用も可能となって参ります。 

 本事業を積極的に推進して参りました尾﨑県知事でございま

すけれども、皆様ご承知のとおり、８月２１日に、自らの去就に

ついて、記者発表されたところであります。 

 しかしながら、引き続き本事業につきましても、県からの支援

は、今後も継続されていくものと確信をいたしております。 

 開所式は、１０月６日を予定しているところでございます。 

 ハード面につきましても、並行して検討してきておりますの

で、令和元年度当初予算に計上いたしております詳細設計を本年

度中に、そして来年度には、建設工事に着手したいと考えており

ます。 

全日本サーフィン選手権についてでございます。 

 第５４回全日本サーフィン選手権大会が、生見海岸におきまし

て、８月１９日から２５日まで１週間の日程で開催されておりま

す。 

本町では６年ぶりの開催ということでございます。 

全国から１１００人規模の参加がある大きな大会でございま

したが、予備日を含めまして、無事終了しております。 

 この大会は、全国７０支部で開催される支部予選大会で選抜さ

れました代表選手が参加し、国際大会の日本代表候補の選手を選

抜する目的もある大会と聞いております。 

 東京オリンピック出場選手は、まだ決定されていないというこ

とでございますが、生見の地で開催されました、この大会に参加

された方々の中から、オリンピック選手が一人でも多く選出され
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ることを期待しているところでございます。 

 また、開催期間が一週間となりました、この大きな大会であり

ますが、地元への経済効果は、聞き取り調査でございますけれど

も、１４００万円以上と伺っております。 

 今後も交流人口や関係人口の拡大策の一環といたしまして、こ

のような大会などを誘致することで、町の活性化につなげて参り

たいと考えるところでございます。 

最後に安芸広域租税債権管理機構の平成３０年度の実績につ

きまして、ご報告を申し上げます。 

 別紙資料も配付しておりますけれども、徴収率は６０．３パー

セントでございまして、この数値は高知県内４機構中、トップと

なっております。 

全国との比較におきましても４４機構中、第４位となっている

ところでございます。 

また、機構との相乗効果もございまして、本町の町税全体の徴

収率も向上をいたしているところでございます。 

現年度分の徴収率では、高知県下３４市町村中、第２位の徴収

率となっているところでございます。 

 また機構は、令和元年度から全国で初となる、私債権の受託を

開始をしておりまして、現在、回収作業に取り組んでいるところ

でございます。 

職員の努力、頑張りもございますけれども、今後とも皆様方の

ご理解、ご支援をお願いを申し上げます。 

 以上、簡単でございますけれども、９月定例会での行政報告と

させていただきます。 
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議会運営委員会委

員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（西岡 尚宏議長） 

町長の行政報告が終わりました。 

日程に入ります。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本定例会の会議録署名議員は、議会会議規則第１２６条の規定

により、３番、小松熈君、並びに４番、武山裕一君を指名します。 

 

日程第２、会期の決定の件を議題とします。 

議会運営委員会で検討されておりますので、委員長の報告を求

めます。 

髙畠議会運営委員長。 

 

（髙畠 俊彦議会運営委員長） 

皆さまおはようございます。 

令和元年第３回定例会議会運営委員会の報告を行います。 

９月６日に、議会運営委員会を開催し、本定例会の会期並びに

運営等について協議いたしました結果、本定例会の会期は、本日

１０日から９月１３日金曜日までの４日間とする。 

運営につきましては、本日の開会日に、提出者から提案理由の

説明を受け、本日１０日本会議散会後から、委員会及び議案審査

のため休会、１３日に再開し、審議、採決の後に一般質問を行う。 

議案質疑は、一問一答方式の時間制とし、議案全体で１人１時

間以内、答弁者も１時間以内とする。 

次に、一般質問については、一問一答方式の時間制とし、質問

全体で質問時間を１人４０分間とする。 

また、執行部の答弁時間も４０分間とする。 
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、議案質疑及び一般質問については、議会会議規則第６４

条の２の規定により、反問権を行使することができる。 

議案質疑の通告期限は、１１日、水曜日、午後５時まで、一般

質問の通告期限は、本日、１０日、火曜日、午後５時までとする。 

なお、人事案件については、質疑、討論を省略し、直ちに審議、

採決とする。 

以上のように決定いたしました。 

これで議会運営委員会の報告を終わります。 

 

（西岡 尚宏議長） 

議会運営委員長の報告が終わりましたので、ここでお諮りしま

す。 

ただいまの委員長の報告のとおり、本定例会の会期は、本日か

ら９月１３日までの４日間としたいと思いますが、これにご異議

ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、会期は、本日から９月１３日までの４日間と決定しま

した。 

 

日程第３、発議第１０号、東洋町議会議員田島毅三夫君に対す

る懲罰の件についてを議題とします。 

 

（議席より、議長と発言あり） 

 

地方自治法 
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７番議員 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

 

 

 

（議席より、議長、議長と発言あり） 

 

第１１７条、 

 

（議席より、議長と発言あり） 

 

なんでしょうか。 

 

（田島 毅三夫議員） 

前回もですね、冒頭にこういうことをやって、１２時間もかか

って、ほんでまあうちは出席禁止になりました。 

結果、この議案審議の、この議案の説明も全然聞いてないんで

すよ。 

どうでしょうか、私はこの議員として、やっぱりこの議案説明

は聞きたい。 

 

（西岡 尚宏議長） 

それはあなたがきちっとすれば聞けることじゃないですか。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 議場で聞きたいです。 

 

（西岡 尚宏議長） 

 いや、ほやきん議場で聞くのは、あなたがちゃんと守ることを

守ってしたらいいことじゃないんですか。 
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７番議員 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議会運営委員会委

員長 

 

 

 

 

（議席より、それを責任転嫁したらいかんと発言あり） 

 

（田島 毅三夫議員） 

 おかしいこと言うたらいかん。 

 以上です。 

 どこまで言うたか分からんの。 

 

（西岡 尚宏議長） 

地方自治法第１１７条の規定により、７番、田島毅三夫君の退

場を求めますので、議員控え室で待機してください。 

ただ、議員控え室はクーラーがちょっと調子が悪いので、第３

会議場でクーラー効かしておりますので、よろしくお願いしま

す。 

（田島議員退場） 

本件については、前回定例会での継続審査として、懲罰特別委

員会で審議されております。 

まず、議会運営委員会で検討されておりますので、委員会から

の報告を求めます。 

髙畠議会運営委員会委員長。 

 

（髙畠 俊彦議会運営委員長） 

 それでは、議会運営委員会から報告をいたします。 
この件については、懲罰特別委員会から審査結果について、特

別委員長からの報告ののち、田島議員に弁明の機会を与える。 
次に、委員長に対する質疑を行う。 
次に、討論を行う。 
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次に、採決の方法は起立により行う。 
なお、弁明に係る制限時間は設けない。 
以上のように決定いたしました。 
これで、議会運営委員会からの報告を終わります。 

 

（西岡 尚宏議長） 

 ただいまの議会運営委員会からの報告のとおり、委員長報告の

のち、田島議員へ弁明の機会を与える、委員長に対する質疑を行

う、討論を行う、採決は起立により行う。 
なお、弁明に係る制限時間は設けない。 
以上のとおりで異議はございませんか。 

（議席より、なしと発言あり。） 
異議なしと認めます。 
それでは、本件について、懲罰特別委員会からの報告を求めま

す。 
今宮懲罰特別委員会委員長。 

 

（今宮 裕明懲罰特別委員長） 

 それでは報告を行います。 

令和元年６月１２日付で、本委員会に付託された、議員田島毅

三夫君に対する懲罰の件について、継続審査の審査結果をご報告

をいたします。 

お手元の委員会審査報告書をご覧ください。 

本委員会は、令和元年６月１２日付で、提出者の武山裕一議員

をはじめ、賛成者５名の連署により、田島毅三夫議員に対する懲

罰動議が提出され、議長指名による懲罰特別委員会を設置し、同
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日に、６名で構成する同委員会を招集し、委員長に、私、今宮裕

明、副委員長に福島登議員が選任されました。 

次に、本委員会における審査の経過について、概要を説明いた

します。 

６月１２日の本会議において、地方自治法第１２９条（議場の

秩序維持）、同法第１３１条議長の注意の喚起、東洋町議会会議

規則第６１条一般質問、同規則第１０２条品位の尊重に抵触する

と思われる行為がありましたので、規律を遵守し、議会秩序を保

持する東洋町議会とするため、懲罰を求めるものであります。 

懲罰特別委員会では、令和元年６月１２日の令和元年東洋町議

会第２回定例会２日目の本会議中における田島毅三夫議員の言

動が法令、規則に抵触するかについて審査をいたしました。 

審査の結果、田島毅三夫議員は、本件懲罰動議が提出された懲

罰事犯以外にも、東洋町議会会議規則第５４条に抵触する行為が

見受けられました。 

懲罰事案とまではいえず、対象とは認められなかった事案もあ

りましたが、その他の事案については、すべて懲罰事由に当たる

ことを確認しました。 

その詳細につきましては、報告書の２ページから４１ページを

ご参照ください。 

簡潔に説明しますと、まず、地方自治法におきましては、第１

２９条「議場の秩序維持」に抵触する行為が４件、同法第１３１

条「議長の注意の喚起」に抵触する行為が１件認められました。 

次に、東洋町議会会議規則におきましても、同規則第５４条発

言内容の制限に抵触する行為が５件、同規則第６１条一般質問に

抵触する行為が１件、それから同規則第１０２条品位の尊重に抵
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触する行為があったことが認められました。 

発言内容の制限で、その範囲を超えた発言として議長から注意

を受けましたが、懲罰の対象事案には当たらないと認められたも

のが３件あったことを確認しました。 

田島毅三夫議員は、本懲罰動議における弁明時に法令、規則の

条項を読み上げられましたが、そのひとつひとつについて、私は

まったく理解ができていない。私の発言のどこがこの条例のどこ

に、どのように当たって、懲罰をかけられているのかということ

が全く分からないんです。もう少し詳しく説明してもらわなけれ

ば、なかなか弁明はできない。と発言しています。 

この発言から分かるように、田島毅三夫議員は、過去に何度も

懲罰事犯を起こし、その都度、東洋町議会は懲罰を科してきたに

も関わらず、法令や規則、条例を理解する努力が見受けられない

証拠であります。 

本会議中に、議長から、大川村の二の舞を踏み、町は潰れると

の発言がありましたが、大川村は潰れたんですか。大川村に対し

無礼な発言であり、不穏当発言と認めますと、さらに、野良猫の

撲滅発言については、動物愛護の観点からも許される発言ではな

く、議会の品位を欠く発言でありますと注意を受け、発言の取消

しを求められても拒否し、議長権限で発言を取消されたにも関わ

らず、本懲罰動議における弁明時に、同じような内容の不穏当発

言を繰り返しております。 

本特別委員会では、以上のことから、田島毅三夫議員の言動が、

議場の秩序を乱し、議会の品位を汚し、町民からの信頼を大きく

失墜させるものと自らの非を認め、深く反省してもらうため、田

島毅三夫議員に科する懲罰の種類は、地方自治法第１３５条第１
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議長 

 

 

７番議員 

 

項第２号の規定による、公開の議場における陳謝とすることを全

会一致で決定しました。 

なお、陳謝文の内容については、報告書の４３ページをご参照

ください。 

以上で、懲罰特別委員会からの報告を終わります。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

（西岡 尚宏議長） 

懲罰特別委員会からの報告が終わりました。 
次に、７番、田島毅三夫君からの一身上の弁明を許可します。 
７番、田島毅三夫君の入場を許可します。 

（田島議員入場） 
７番、田島毅三夫君、一身上の弁明を許可します。 

弁明を始めてください。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 どうしましょう、参考資料がありますが、配らいでもええです

か。 

 見もってしてもうたらえいが、要りませんか。 

 要るんやったら、コピーしてもうたら、皆に。 

  

（西岡 尚宏議長） 

 先見せていただけ、 

 

（田島 毅三夫議員） 

 よかったらもうそれでいきましょう。 
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（西岡 尚宏議長） 

 田島さん。 

 

（田島 毅三夫） 

 はい。 

 

（西岡 尚宏議長） 

 先見せていただけますか、こっちへ。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 どうでしょうか、その今言う、弁明書も要りませんか。 

ちょっと長文になっています。 

  

（西岡 尚宏議長） 

 一旦休憩します。 

（休憩時間：９時２６分） 

 

（田島議員の参考資料配布） 

 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（再開時間：９時３３分） 

 今のこれ、田島さんの参考資料ですので、皆さん。 

 田島さん、弁明を始めてください。 

 

（田島 毅三夫議員） 
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 失礼します。 

 それでは、弁明させていただきます。 

 先ほどの、この今言う、委員会審査報告書、田島処分に対する

理由書ですね。 

 それは４３ページあります。 

 要約して報告してもらったので短くなります。 

 弁明の、しかし、この４３ページを逐一ずっと始めから終いま

で、ずっと順を追って弁明しておりますので、少々長くなります。 

 よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは弁明を始めます。 

 毎回のように、田島の議会発言に難癖、これはまあ言い方きつ

いかも分かりませんが、私にとったらそれぐらい思っておりま

す。つけて、発言を禁止した上、執行部答弁まで必要はないと止

め、そのうえ議会秩序を乱したなどと懲罰にかけて、処分しよう

としておりますが、住民さんの代弁者として、選挙で選出され、

行政の監視チェックを任された議員の議会質疑や質問は、憲法で

保障された言論の自由であり、処分理由にはならない証明に、判

例と議員必携を参考資料として提出し、６月議会での田島発言が

懲罰処分理由には当たらないこと。 

 また、議員の議会発言が、いかに重く保護されているか、さら

に不当な理由での発言妨害が、どれほど重い罪になるかを明らか

にして、私の無実と処分請求の違法、不当性を証明したいと思い

ます。 

 まず、参考文例、文献、先ほど皆さんにお渡しした文を口頭で

少し説明させてもらいます。 

 参考文献資料１、大坂地裁判決、昭和４４年９月１９日の説明
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でございます。 

 その一部を要約して引き、今回処分が違法であった証拠として

挙げて、一つ一つの事実に反証、弁明したいと思いますが、この

判例は議会秩序や無礼な言葉、品位を汚したなどの議員発言が対

象とされております。 

 しかし今回の、この私の分についての秩序を乱した、議長指示

に従わないなどの処分理由にも同様該当する事案であり、各処分

理由の不当性を立証するために参考資料として挙げさせてもら

いました。 

 まず①、議員の議会活動の中心は行政に対する議案の審議や質

問、評決などの発言活動であるから、議員の発言は、法第９２条

の地方自治の基本原則の主旨及び第２１条の表現の自由に関す

る活動として、憲法上、最も最大の保障をされなければならない。 

 この議員の言論は、特に政治的言論であって、その発言の内容

や見解が、たとえ国の政治的方向や自治体の方針に反していたと

しても、何らの制約や限定を受けるものではない。 

 その意見の当否は、有権者の批判、まあここは自分で主に選挙

ですね、に待つべきものであり、発言の内容の善し悪しによって

懲罰の対象とすること自体、違法、不当であり、これは議会制民

主主義の根本であると、こう一つ目にいわれております。 

 ②多数政党、政派で成り立つ合議体である議会の性質上、議員

への懲罰事由は極めて厳格に制限されており、いやしくも議員の

言論の内容の善し悪しによって懲罰の対象とするなど、多数派政

党の横暴を許すようなものではないということは、極めて明白で

あり、最高裁判例も懲罰に該当するか否かの判断の要件を、議員

の発言内容にまで立ち入ることを認めていないとあります。 



１７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③です。 

 議会の品位を傷つけるとは、議会の秩序運営を不能にならし

め、議会制度そのものを破壊するような、議場における言動に限

定されるであろうが、そもそも議員の発言の内容に立ち入って、

懲罰の対象とすること自体、違法、不当であると、こう判例され

ております。 

 ④です。 

 言論の自由は、日本国憲法の厳に保障するもの、厳しく保障す

るものだが、特に議会議員は住民の代表として選挙され、議会で

言論することを重要な職務とするものであって、他人の私生活に

関するものを除き、十分にその意を尽くし、民意を反映させなけ

ればいけない。 

 ゆえに、その発言を無礼な言葉、秩序を乱した、品位を欠いた

言葉などであるとして議員に懲罰を科すには、慎重な考慮を要す

るものであって、もし、こうした懲罰権が濫用されるならば、議

会の使命の達成を阻む結果を招くことになると、こういわれてお

ります。 

 最後です。⑤。 

 無礼な言葉、秩序、品位なども同じですが、に、該当するかど

うかは、議員が議会において、付議された事項についての自己の

意見や批判の発表に必要な、範囲を超えた議員やその他の関係者

の、正常な感情を反発する言葉をいうが、付議された事項につい

て自己の意見を述べ、または他の議員らの意見などを批判するに

必要な発言である限り、たとえその措辞、言い回しですね、が、

痛烈であって、そのため他の議員らの正常な感情を反発したとし

ても、それは議員に許された言論によって生じる、やむを得ない
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結果であって、これをもって無礼な言葉を用いたと解することは

できないと。 

 いろいろありますが、５つだけ引用させてもらいました。 

 以上、５つの判例を挙げましたが、今回のような議員発言を理

由もなく、私に言わせてもらえばね、あるいはこじつけ、議員発

言を中止し、さらに執行部答弁を止め、処分するなどは憲法で保

障された議員の言論の自由を拘束した、違法、不当事案であり、

正当な議会運営とは到底いえないと思います。 

 また、議員への名誉毀損、侮辱、さらに議員発言を妨害する、

公務執行妨害も併罪すると考えております。 

 よく審査していただくようにお願いしたいと思います。 

 参考資料２として、議員必携の説明をさせてもらいます。 

 これは、議員必携という、議員の要綱ですけどね。 

 質疑とは、議題に出された事件について、疑義を質すものであ

る。質疑は、現に議題となっている事件に対し、疑問点を質すも

のでなければいけないと。 

 また、自己の意見を述べることはできないが、この場合の意見

とは、討論の段階で述べるような、賛成、反対の意見であって、

自己の見解、考えですね、を述べないと質疑の意味をなさないも

のまで禁止しているものではない。 

こう明確に解釈されております。 

すみません、ちょっと水を飲ましてください。 

しかし、６月議会では、議案の疑義についての質疑を意見とし

て発言を中止させた上、継続審査の結果、今回懲罰処分理由が挙

がっておるわけですね。 

この違法、不当は許せません。 
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議長 

以下の各質疑の処分理由に対する弁明の中で、以上上記１、２

の参考資料を引用しながら、違法処分の証明を行いたいと思いま

す。 

弁明が長文になりますが、名誉を守るための議員生命を懸けた

弁明でありますので、絶対に途中制止せず、最後まで弁明させる

ように求めておきます。 

 

（西岡 尚宏議長） 

 それは、 

 

（田島 毅三夫議員） 

 また、 

 

（西岡 尚宏議長） 

 そんなこと言われても、それは困ります。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 そんなことを言うたら困る。 

  

（西岡 尚宏議長） 

 それは私の考え方で、あんまりやったら止めます。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 それは先ほどの裁判の 

 

（西岡 尚宏議長） 
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 田島さん。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 はい。 

 

（西岡 尚宏議長） 

 そういう、 

 

（田島 毅三夫議員） 

 また、 

 

（西岡 尚宏議長） 

 自分の勝手なことを言わないように。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 裁判判例などの文章は、紙面と時間の関係で要約したことを断

っておきます。 

 １番、人口増加策は、職場の確保が大事との発言が問題とされ

たことに対する弁明でございます。 

 この質問も、町長答弁に対して農業、漁業などの共同経営を提

案し、職場の確保という人口増加策に取り組もうと提案する問い

に対して、通告書に一切、まあこれは、一切出ていないというの

は通告書ですね、一切出ていないとして、質問をストップさせま

したが、どんな答弁があるか不明なのに、再質問の通告ができる

わけありません。 

 これは再質問においてのことでございますが、通告がないとい



２１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うことで止められました。 

 しかし、どのような答弁がでるか分からないのに、再質問の通

告はできません。またそういう規定もありません。 

 それからですね、また、再問の通告は指定されていません。 

 この議長越権行為こそ、憲法第２１条に反した発言の妨害であ

り、自治法第１２９条の議会秩序を乱す行為であります。 

 これこそ、議長を処分するべきでありませんか。 

 その事案だと思いますよ。 

 これは参考資料１の１、２、３を引用して反論しておきます。 

 ２つ目、大川村への侮辱問題の弁明について弁明させていただ

きます。 

 このまま人口減少が続けば、大川村の二の舞を踏み、町は衰亡

すると心配している。 

 こう発言しました。 

 この発言を、大川村を侮辱したとして処分理由にされました

が、これは当日の議会弁明でも述べたとおり、放置すれば、この

まま町が衰退していくのを放置すれば、大川村のように人口減少

や産業疲弊によって、議員候補者もなくなり、やがて東洋町は衰

亡するという主旨でありました。 

 決して現に大川村が衰亡しているという意味ではありません。 

 しかし、考えてみますと、確かに二の舞を踏みという言葉は誤

解を招くと反省し、議会翌日の８日でしたかね、１３日でしたか

ね、に、大川村の総務課長に謝罪の電話を入れました。 

 課長から、わざわざ連絡をいただき、ありがとうございます。

新聞は見ていませんが、どうか気にしないでください、あなたの

意向は村長にも伝えておきます。 
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議長 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

 

 

 

 

７番議員 

 

 

 

 

議長 

 これは要旨です。一言いうたと。正確でありませんか分かりま

せんけれども。 

 

（西岡 尚宏議長） 

 田島さん。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 はい。 

 

（西岡 尚宏議長） 

 一言、言っておきますが。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 はい。 

 

（西岡 尚宏議長） 

 あなたこの、大川村のこと二の舞を踏み町は衰亡すると、はっ

きりここで言っておるんですから、そこを弁明の時に都合のええ

ように変えないでください。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 その今の言葉、お返ししますが、あの当日の弁明を許された時

も同じように、今日と同じような弁明をしてあります。 

 これは当日させてもらいました。 

 

（西岡 尚宏議長） 
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７番議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 それは言葉に出していれば、弁明すると言っても、それは出し

たことに意味が、いかんのです。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 それは調査特別委員会の中で判断していただきます。 

 それから、３番目になります。 

 職員の町外移住問題についての弁明をいたします。 

 １番として、参考資料３として出してありますね。 

 それちょっと見てください。 

 ２枚出しました。 

 町職員の募集チラシというものを入れらしてもらいました。 

 この採用要件には、採用後町内に居住することを原則とすると

明記されております。 

 だから議会前に総務課長に、町内居住が原則なのに、なぜ結婚

後町外へ移住したのかと理由を質したところ、個人情報だから言

えないが、しばらくしたら帰ると言っていると返事がありまし

た。 

 そこで、しばらくとはどれくらいかと聞くと、それも個人情報

だから言えないと拒否されたんです。 

 そこで６月議会で質問したんであります。 

 この質問がどうして、発言中止にされ、憲法の住所の自由に反

するとか言われる理由があるでしょうか。 

 なぜ、執行部に対して答弁しなくても良いと止めたのでしょう

か。 

 この今言うことに対して執行部からかっちりと、それはどうで

すか、町内、ごめんなさい、どこにありましたかね、さらに住民



２４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

代弁をもうよいと止めたこの質問がどうして発言中止にされ、憲

法の住所の自由に反するのか。 

 なぜ執行部に対して答弁をしなくても良いと止めたのか。 

 これこそ憲法の発言の自由の妨害であり、侮辱であり、名誉毀

損であります。 

 さらに住民代弁を妨害した軽度の偽計公務執行妨害も視野に

入る違法措置であります。 

 処分請求議員は連帯して責任を取るべきであります。 

 ２つ目に、また 

 

（議席より、ちょっと・・・発言あり） 

 

 女性は結婚したら、ちょっと静かにしてください。 

 

（議席より、職員を守るためにそういう受け答えをしたんやろが

ねと発言あり） 

 

 議長。 

 寝よんのか。 

 

（西岡 尚宏議長） 

 寝よんのか。 

 

（議席より、議員やからって何言うてもええもんじゃないと発言

あり） 
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７番議員 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

 

 

 

 田島さん。 

 勝手な発言はやめてください、福島君も。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 だあ、今言いよるん止めんといかなあ、ほら議場の発言を。 

 

（西岡 尚宏議長） 

 あなたに言われることはありません。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 ・・・ 

 

（西岡 尚宏議長） 

 あなたが一番勝手なことを言いようじゃないですか。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 どうしてですか。 

 議場からの、 

 

（西岡 尚宏議長） 

 始めてください。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 ２つ目。 

 また女性は結婚したら男性の籍に入るので、ある意味は仕方が

ないが、との私の発言を、男女差別だと発言を止め、さらに執行
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部答弁も止めたうえ、懲罰処分にしようとしておりますが、女性

は結婚すれば男性の籍に入り、住居が変わることを踏まえて、あ

る意味仕方がないがと言ったのであります。 

 現に、嫁いで町外から出勤、通勤している女性職員は何人もい

るではありませんか。 

 この質問がなぜ憲法の住居の自由に反し、女性差別になり、発

言中止や懲罰処分の理由にされるのでしょうか。 

 しっかりと審議するよう求めておきます。 

 ３つ目です。 

 憲法の居住の自由まで持ち出し、議員を憲法違反で処分するな

ら、なぜ職員募集チラシに町外居住を原則とすると、憲法に反す

る要件を入れたのでしょうか。 

 そのチラシの内容のまま発言した議員が処分されるのに、憲法

違反のチラシの責任は誰が取るのですか。処分はないのですか。 

 また、なぜ、その町外に居住するという募集要件に反した町外

移住を認めたのですか。 

 また、議会後に転居理由として、家を探したがなかったので、

見つかるまでと思い、町外に出たと理由を聞きました。 

 しかし、家がないから見つかるまでという理由が、なぜ個人情

報になるのでしょうか。 

 なぜ個人情報だとして隠したのでしょうか。 

 また、議会品位として質問を中止し、執行部は答弁の必要はな

いと止め、そのうえ懲罰処分にしたのは、全く説明がございませ

ん。 

 この不当な処分は侮辱であり、名誉毀損、議員に公務執行妨害

だと厳しく反論しておきます。 
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 すみません、もうちょっと水を飲ませてください。 

 選挙、４番です。 

 選挙で選出された住民の代表である議員の議会発言は、憲法に

保障された最重要権限であることは、先ほども説明しました。 

 それを、こんな理不尽で違法な理由で中止し、執行部答弁をさ

せなかったこと自体、憲法の言論の自由及び議会基本条例の第２

条２項の、議会は町民を代表する議事機関を目指して、公正で公

平性、透明性、信頼性を重んじ、町民に開かれた議会運営に努め

ること。 

同３項には、議会活動においては、町民に必要な情報を提供し、

町民の多様な意見を反映させ、町民参加と協働の議会運営に努め

ること。 

また、同３条の１項には、議会は言論の府であること、合議制

であることを十分認識し、議員相互の自由な討議を重んじなけれ

ばいけないと、こう厳しくも明確に規定されております。 

この違法な議会運営は、町議会の憲法である基本条例及び上記

参考資料１の判例の１から５に該当した違法処分であると断言

しておきます。 

つまり議員の議会における質問は、付託された住民の代弁であ

り、議員の本分であるはずです。 

それをむやみに止め、執行部答弁までさせないということは、

議会制民主主義を根柢から覆す議長及び議会の暴力である。 

これこそ、議長不信任か、議員処分に該当する重大な事案だと

考えています。 

上記参考資料の１の判例の１から５と同様であり、引用をして

弁明しております。 
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議長 

 

 

７番議員 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

 

（議席より、議長、これは弁明ですかと発言あり） 

 

 弁明よ。 

 

（議席より、弁明ではないでしょうと発言あり） 

 

 またほんなことを言いよる。 

 議長、許可したんかね。 

 

（西岡 尚宏議長） 

 弁明とかけ離れてますね。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 発言を許可したんかね。 

 

（議席より、いや僕は議長に言うとんですよ。弁明の内容じゃな

いでしょうこんなんはと発言あり） 

 

（西岡 尚宏議長） 

 田島さん。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 はい。 

 

（西岡 尚宏議長） 
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７番議員 

 

 

議長 

 

 

 

７番議員 

 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

 

 

 弁明いうのは、そういうことは弁明と違うと思いますので、そ

こは気を付けてください。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 ちょっと休憩とって。 

 

（西岡 尚宏議長） 

 あなたの意見を言うだけで、弁明になってないじゃないです

か。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 休憩をとってください。 

 説明をします。 

 

（西岡 尚宏議長） 

 休憩はとりません。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 説明をささん 

 

（西岡 尚宏議長） 

 続けてください。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 あなたもささないんですか。 
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議長 

 

 

７番議員 

 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（西岡 尚宏議長） 

 あなた反論じゃないですか、それは。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 そう、今言うた言葉に対する反論ですよ。 

 させてくださいよ。 

 

（西岡 尚宏議長） 

 いやいやいやいや。 

  

（田島 毅三夫議員） 

 おかしいでしょこれは。 

 

（西岡 尚宏議長） 

 弁明を始めてください。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 ４番目。 

 野良猫撲滅の発言問題についての弁明。 

 今回の猫問題も、不妊手術の最終目的は、野良猫の絶滅、根絶

であり、そのためには、その識別のために必要な登録制や不妊手

術への助成のアップを、助成というのは助ける方ですね、助成の

アップを質したものであって、何ら規則に逸脱した発言ではあり

ません。 

 その発言を中止のうえ、執行部答弁まで止めるなどは、憲法第

２１条に違反した議長権限の濫用であり、偽計公務執行妨害も視
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議長 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

 

野に入る、議会制民主主義の反逆であります。 

 正当な質問を妨害し、中止させるのは、自治法第１２９条に規

定された議会秩序を乱したことになり、町議会基本条例序章の、

議会は町民の代表機関として、 

 

（西岡 尚宏議長） 

 田島さん。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 はい。 

 

（西岡 尚宏議長） 

 先ほども言いましたが、弁明になっておりません。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 説明しよんのよ。 

 法令を聞いて、 

 

（西岡 尚宏議長） 

 いや、それは説明じゃないです。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 どうして。 

 

（西岡 尚宏議長） 

 結局そのことに対する批判であって、あなたの弁明ではないで
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７番議員 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

 

 

 

 

議長 

 

 

８番議員 

 

 

 

７番議員 

 

 

８番議員 

 

 

す。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 参考資料と提出 

 

（西岡 尚宏議長） 

 それ以上勝手な発言をしたら、発言禁止にします。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 どういうことでそれは。 

 

（議席より、議長かまん、またね、と発言あり） 

 

（西岡 尚宏議長） 

 ８番、福島君。 

 

（福島 登議員） 

 野良猫の撲滅やって、県から、国から出しちょう文書に不妊手

術とかいう目的の中に撲滅や一切書いてないですよ。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 それは 

 

（福島 登議員） 

 それをね、弁明でね、弁明で何を言うてもええじゃないでしょ

う。 
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７番議員 

 

 

８番議員 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

 

 

 

７番議員 

 

 

 

（田島 毅三夫議員） 

 それは 

 

（福島 登議員） 

 ６月議会では何回も注意されちょうわけでしょう。 

 

（西岡 尚宏議長） 

 あの、 

 

（田島 毅三夫議員） 

 それはこの３番に書いちゃある、ほやきに、 

 

（西岡 尚宏議長） 

 それは田島さん、 

 

（田島 毅三夫議員） 

 それを 

 

（西岡 尚宏議長） 

裁判の何を出してきて、あなたは言うけど、あなたの意見じゃ

ないですか。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 何でよ、意見、 
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議長 

 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

 

 

 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

（西岡 尚宏議長） 

 あなたはあの時も、撲滅は高知新聞にも書いちゃある言うたけ

んど、どこにも書いてないじゃないですか。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 それを今ここから説明するわ。 

 

（西岡 尚宏議長） 

 休憩します。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 ちょっと待ってください。 

 

（西岡 尚宏議長） 

 今の田島さんの何に対して、ちょっと議運を開きたいので。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 なんでよ、ちょっとほんならこれ持って行って。 

 

（議席より、新聞にも書いてないことを書いちょう言うたん誰な

一体と発言あり） 

 

（田島 毅三夫議員） 

 順番を追って説明しようとして、 

 

（西岡 尚宏議長） 
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７番議員 

 

 

議長 

 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

 

 

 

議長 

 勝手に事務局に言わないでください。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 こっちを回したらえい。 

 

（西岡 尚宏議長） 

 こっちを回したらいいじゃないでしょう。 

 そんなもん受け付けませんので。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 ８月２１日 

 

（西岡 尚宏議長） 

 田島さん。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 ほなこれをコピーして・・ 

 

（西岡 尚宏議長） 

 いやいや。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 え。 

 けんど説明しちゃあった、 

 

（西岡 尚宏議長） 
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７番議員 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 議運を開くと言いよんのやき黙っちょってください。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 そんなことで 

 

（西岡 尚宏議長） 

 議運のメンバーは議長室で。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 これを持って行って、築地さん、あなたの権限でこれ持って行

き。 

 もう議長権限は聞かんのやき、これ持って行ってから皆で・・ 

 

（西岡 尚宏議長） 

 勝手に持って行かれん。 

 １５分にしようか、１０分にしようか。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 どいてこれを持っていかんので。 

 

（西岡 尚宏議長） 

 再開は１０分です。１０時１０分です。 

（休憩時間：９時５５分） 

 

（議会運営委員会開催） 
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議会運営委員会委

員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（再開時間：１０時２３分） 

 ただいま、議会運営委員会で協議をしていただきましたので、

議会運営委員長、髙畠俊彦君、説明を。 

 

（髙畠 俊彦議会運営委員長） 

 それでは、先ほどの議会運営委員会の報告を行います。 

 先ほど、この弁明について検討した結果、弁明とは、自分のし

たことの説明をすることであります。 

 田島議員の弁明は、弁明の範囲を超えた、単なる議長、議会議

員への批判であり弁明はこれ以上認めない。 

 以上のように決定いたしました。 

 これで議会運営委員会の報告を終わります。 

 

（議席より、議長、議長と発言あり） 

 

（西岡 尚宏議長） 

 はい、なんでしょうか。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 反論がありますが。 

 

（西岡 尚宏議長） 

 反論は、議運の決まったことに対しては。 

 

（田島 毅三夫議員） 
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２番議員 

 じゃあここでちょっと。 

 

（西岡 尚宏議長） 

 ただいまの、議会運営委員会からの報告のとおり、田島議員の

弁明は弁明の範囲を超えた、単なる議長、議員、議会への批判で

あり、田島議員の弁明はこれ以上認めないという、以上のとおり

でご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

 異議なしと認めます。 

 田島議員の弁明を終わります。 

 ７番、田島毅三議員の退場を求めます。 

（田島議員退場） 

 これより、日程第３、発議第１０号、東洋町議会議員田島毅三

夫君に対する懲罰の件について、委員長に対する質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

（議席より、なしの声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 まず、反対者の討論はありませんか。 

（議席より、なしの声あり） 

 次に、賛成者の討論はありませんか。 

 ２番、髙畠俊彦君。 

 

（髙畠 俊彦議員） 
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 懲罰特別委員会委員長よりの報告に対する、賛成討論をいたし

ます。 

 東洋町議会議員、髙畠俊彦。 

 私は、田島毅三夫議員に対する懲罰特別委員会の審査結果報告

に賛成の立場から討論をいたします。 

 日本は、法治国家であります。 

 おおよそ議会議員は法令や条例、規則を厳守し、議会秩序を守

り、そのうえで自身の考えに対し、同僚議員の賛同を得るような

謙虚な姿勢で、政策の実現に臨むべきであります。 

 委員会報告にもあるように田島議員は、本会議において数々の

守るべき法令や規則に抵触する言動を繰り返し、その都度議長か

ら注意喚起されるも、その制止に従わない言動が続いておりま

す。 

 以上のことから、今回の懲罰特別委員会が結論づけた地方自治

法第１３５条第１項の規定による、公開の議場における陳謝の懲

罰を科すことは妥当であり、これに私は賛同いたします。 

 議員の皆さまの賛同を求めて、討論といたします。 

 よろしくお願いします。 

 

（西岡 尚宏議長） 

 次に、反対者の討論はありませんか。 

（議席より、なしの声あり） 

 賛成者の討論はありませんか。 

（なしの声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 
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 これより、日程第３、発議第１０号、東洋町議会議員田島毅三

夫君に対する懲罰の件についてを、起立により採決します。 

 本件に対する委員長の報告は、委員会起草による陳謝文によ

り、７番、田島毅三夫君に公開の議場における陳謝の懲罰を科す

ことであります。 

 本件は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起

立を願います。 

 起立全員であります。 

 よって、７番、田島毅三夫君に公開の議場における陳謝の懲罰

を科すことは可決されました。 

 ７番、田島毅三夫君の除斥を解きます。 

（田島議員入場） 

 ７番、田島毅三夫君に申し上げます。 

 ただいまの議決により、東洋町議会会議規則第１１６条の規定

に基づいて、懲罰の宣告を行います。 

 ７番、田島毅三夫君、起立を求めます。 

 ７番、田島毅三夫君に、公開の議場における陳謝の懲罰を科し

ます。 

 これより、東洋町議会会議規則第１１３条の規定に基づき、公

開の議場における陳謝をさせます。 

 ７番、田島毅三夫君、陳謝文の朗読を命じます。 

 あ、登壇して。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 こういうことになりましたが、皆さんよう考えてくださいね。 

 私は悪いことはしていません。 
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（西岡 尚宏議長） 

 田島さん。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 していないのに 

 

（西岡 尚宏議長） 

 田島さん。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 なんで陳謝しなきゃいけないんですか。 

 

（西岡 尚宏議長） 

 陳謝だけを朗読してください。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 陳謝を辞退します。 

 

（西岡 尚宏議長） 

 ７番、田島毅三夫君に公開の議場における陳謝の懲罰を宣告し

ましたが、それを拒否したと認めます。 

 

（議席より、はいと発言、挙手あり） 

 

 ２番、髙畠俊彦君。 
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（髙畠 俊彦議員） 

 休憩動議を出します。 

 

（西岡 尚宏議長） 

 何の休憩動議ですか。 

 

（髙畠 俊彦議員） 

 先ほど、懲罰特別委員会で決定された陳謝文の朗読に応じなか

ったことについて、各議員と協議したいので、２０分間ほど休憩

をとっていただきたいと思います。 

 

（西岡 尚宏議長） 

 髙畠議員から休憩動議が提出されました。 

 この動議については、会議規則第１６条の規定により１人以上

の賛成者が必要です。 

 賛成者の挙手を求めます。 

 挙手６人であります。 

 ただいまの、髙畠俊彦君からの２０分間の休憩動議につきまし

ては、会議規則第１６条の規定により１人以上の賛成者がありま

したので、動議は成立しました。 

 休憩の動議を議題として採決します。 

 この動議に賛成の諸君の挙手を求めます。 

 挙手多数であります。 

 よって２０分間の休憩動議は可決されました。 

 ここで、休憩に入ります。 
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 再開は、１０時５５分です。 

（休憩時間：１０時３５分） 

 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（再開時間：１０時５５分） 

  

（議席より、はいと発言、挙手あり） 

 

 ２番、髙畠議員。 

 

（髙畠 俊彦議員） 

 動議を提出したいと思います。 

 

（西岡 尚宏議長） 

 どのような動議でしょうか。 

 自席で簡潔に言ってください。 

 

（髙畠 俊彦議員） 

 田島議員に対する再懲罰動議であります。 

 

（西岡 尚宏議長） 

 一旦休憩します。 

（休憩時間：１０時５５分） 

 

（動議の提出、確認） 
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 再開します。 

（再開時間：１０時５６分） 

 ただいま、２番、髙畠俊彦君から、地方自治法第１３４条第１

項の規定により、東洋町議会議員田島毅三夫君に対する再懲罰動

議案が提出されました。 

 この懲罰動議は、地方自治法第１３５条第２項及び会議規則第

１１０条第１項により所定の賛成者がありますので、成立してい

ます。 

 ここで、休憩に入ります。 

 再開は１１時です。 

（休憩時間：１０時５７分） 

  

（動議配布） 

 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（再開時間：１１時００分） 

 ただいま、お手元に配布したとおり、発議第１２号、東洋町議

会議員田島毅三夫君に対する再懲罰動議についてを、日程に追加

し、追加日程第１として、直ちに議題とすることについて採決し

ます。 

 発議第１２号、東洋町議会議員田島毅三夫君に対する再懲罰動

議を日程に追加し、追加日程第１として、直ちに議題とすること

に賛成の方は、挙手願います。 

 挙手多数であります。 

 よって、発議第１２号、東洋町議会議員田島毅三夫君に対する

再懲罰動議についてを日程に追加し、追加日程第１として、直ち
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委員長 

 

 

 

 

 

 

に議題とすることは、可決されました。 

 ここで、議会運営委員会を開催しますので、休憩に入ります。 

 再開時間は、１１時１５分であります。 

（休憩時間：１１時０１分） 

 

（議会運営委員会開催） 

 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（再開時間：１１時１５分） 

 これより、追加日程第１、発議第１２号、東洋町議会議員田島

毅三夫君に対する再懲罰動議についてを議題とします。 

 地方自治法第１１７条の規定により、７番、田島毅三夫君の退

場を求めますので、第３会議室で待機してください。 

（田島議員退場） 

本件については、議会運営委員会で検討されておりますので、

委員会の報告を求めます。 

福島議会運営副委員長。 

 

（福島 登議会運営副委員長） 

 議会運営委員会の報告を行います。 

 先ほど、この動議の運営方法について検討した結果、まず提出

者からの説明の後、田島議員へ弁明の機会を与える。 

 次に、提出者に対する質疑を行う。 

 以上のように決定しました。 

 これで議会運営委員会の報告を終わります。 
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（西岡 尚宏議長） 

 ただいまの、議会運営委員会からの報告のとおり、この動議に

ついては、提出者からの説明の後、７番、田島毅三夫君へ弁明の

機会を与える、提出者に対しての質疑を行う。 

 以上のとおりで、ご異議ありませんか。 

（議席より、異議なしの声あり） 

 異議なしと認めます。 

 提出者の説明を求めます。 

 ２番、髙畠俊彦君。 

 

（髙畠 俊彦議員） 

 それでは、説明いたします。 

 東洋町議会議員田島毅三夫君に対する懲罰動議。 

 次の理由により、田島毅三夫議員に懲罰を科されたいので、地

方自治法第１３５条第２項及び会議規則第１１０条第１項の規

定により、動議を提出いたします。 

 提出者は、私、髙畠俊彦。 

 賛成者は、小松熈、小野正路、今宮裕明、武山裕一、福島登の

各議員であります。 

 提出理由を説明いたします。 

 本日の会議において、田島毅三夫議員に対し、地方自治法第１

３５条第１項第２号の公開の議場における陳謝の懲罰を科せら

れたが、陳謝の朗読を拒否した。 

 よって、規律を厳守し、議会秩序を保持する東洋町議会とする

ために、田島毅三夫議員の再懲罰が必要であると考え、賛成議員

とともに、田島毅三夫議員の懲罰動議を提出するものでありま
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す。 

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

（西岡 尚宏議長） 

 提出者の説明が終わりました。 

 次に、７番、田島毅三夫君の一身上の弁明を許可します。 

 ７番、田島毅三夫君の入場を許可します。 

（田島議員入場） 

 ７番、田島毅三夫君、一身上の弁明を許可します。 

 弁明を始めてください。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 一番大本の処罰に対する弁明を途中で中止させながら、こうし

た処分をどんどんエスカレートさしておりますけれども、弁明、

私の最初の原本の弁明を途中から止められた分を今から弁明さ

していただきます。 

 それによって、理解していただきたいと思います。 

  

（西岡 尚宏議長） 

 田島さん。 

 同じような弁明やったらまた、 

 

（田島 毅三夫議員） 

 違います。 

 

（西岡 尚宏議長） 
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 いけませんよ。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 違います。 

 

（西岡 尚宏議長） 

 ちゃんと、 

 

（田島 毅三夫議員） 

 違います。 

 途中から 

 

（西岡 尚宏議長） 

 弁明を、 

 

（田島 毅三夫議員） 

 止められた後の分を言いたいです。 

 

（西岡 尚宏議長） 

 いやいや、後の分でも同じような文面になって議会を批判した

り、そういうことやったら駄目ですので。 

 さっき議運でそういうふうに決まっておりますんで。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 広辞苑を引かしていただきました。 

 ここに、こう載っていますね。 
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 弁明とは、説明して事理を明らかにすること。自分の立場や事

情をはっきりと述べること。弁解。 

 こうなっておりますね、広辞苑では。 

 

（西岡 尚宏議長） 

 それ、 

 

（田島 毅三夫議員） 

 私は、 

 

（西岡 尚宏議長） 

 田島さん。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 はい。 

 

（西岡 尚宏議長） 

 それ、よう分かるじゃないですか。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 分かったら話が 

 

（西岡 尚宏議長） 

 議会を批判したりいうことは 

 

（田島 毅三夫議員） 
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 違わあ。 

 

（西岡 尚宏議長） 

書いてないでしょう。 

 

（議席より、その通りと発言あり） 

 

（田島 毅三夫議員） 

 自分が処罰されているんですよ。 

 その処罰されている理由に不当性、あるいは問題があればです

ねえ、それに対して疑義をちゃんと説明して自分の正当性を訴え

ていく。 

 そして自分の立場を少しでも軽くしていく。 

 正当性、 

 

（西岡 尚宏議長） 

 それは弁明では 

 

（田島 毅三夫議員） 

 それが弁明です。それが弁明です。 

 

（西岡 尚宏議長） 

 その弁明するようにしたら、 

 

（議席より、弁明の中でなんで議長やら議会を冒涜するようなを

吐くのと発言あり） 
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（田島 毅三夫議員） 

 え。え。 

 

（西岡 尚宏議長） 

 弁明ではそれはありませんので。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 止めなさい。 

 だから今言うように、処分をされているんですよ私は。されよ

うとしているんですよ。 

 議員の立場を 

 

（西岡 尚宏議長） 

 田島さん。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 はい。 

 

（西岡 尚宏議長） 

 もうそれ以上言うたら、また議運をやらんといかんですので、

ちゃんと弁明してください。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 弁明をするったって、どんな弁明をするんですか。 

 私は今言うように、全く悪いことはしていません。 
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（西岡 尚宏議長） 

 自分が言うたことに対する弁明です。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 だから今説明、これ言おうとしたら止めてるでしょうあなたた

ちは。 

 これ言わなかったら分からんでしょ。 

 今後もう３枚、４枚ありますが、これを弁明さしてくださいよ。 

 そうでなければ私はどんな弁明しますか。 

 これが弁明ですから。 

 

（西岡 尚宏議長） 

 なにを言っても田島議員は分かりませんので、ここで一旦休憩

し、議運を開きたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（異議なしと声あり） 

 それでは再開は１１時４５分であります。 

 議運のメンバーは議長室でお願いいたします。 

（休憩時間：１１時２２分） 

  

（議会運営委員会開催） 

 

休憩前に引き続き、会議を再開します。 

（再開時間：１１時４５分） 

 議会運営委員会で検討されておりますので、委員会からの報告
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を求めます。 

 福島議会運営委員会副委員長。 

 

（福島 登議会運営副委員長） 

 議会運営委員会の報告を行います。 

 先ほど、この弁明について検討した結果、田島議員の弁明は、

弁明の範囲を超えない限りこのまま続けることに決定しました。 

 これで議会運営委員会の報告を終わります。 

 

（西岡 尚宏議長） 

 ただいまの、議会運営委員会からの報告のとおり、田島議員の

弁明は、弁明の範囲を超えない限りこのまま続けることに決定し

ました。 

 以上のとおりでご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

 異議なしと認めます。 

 田島議員、弁明を許します。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 夢じゃないようです。 

 やらしていただきます。 

 ３番、撲滅とは、完全に討ち滅ぼすことであり、動物愛護観点

からも、また議会の品位を欠く発言だとして発言を取り消されま

した。 

 その時、撲滅という言葉は新聞にも出ていると反論しました

が、高知新聞に調査を依頼し調べた結果、撲滅とは記載がなく、



５４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

野良猫削減を撲滅と勘違いした私の発言の間違いでした。 

 このことは８月２７日審査委員会に対して文書で謝罪してお

ります。 

 ただ、広辞苑には、撲滅とは滅ぼし絶やすことともあり、使用

例として、害虫撲滅が挙げられております。 

 つまり、野良猫による生活環境被害、寄生虫による病気の媒介、

伝染などの被害に日々苦しむ多数の住民さんの苦痛を思えば、撲

滅という言葉はなんら問題はなく、現に 

 

（議席より、議長と発言あり） 

 

 現に 

 

（議席より、議長、議長、撲滅は謝ったんにまた他の話を出して

肯定しようとしよんですよ、そんなんで良いんですか、おかしい

でしょう。撲滅はなかったんでしょう、高知新聞に。それで誤り

を入れちょって、まだ他の文言を出して肯定しようとしちょうで

すよと発言あり） 

 

 議長、ちょっと待ってください。 

 私の謝罪したのは、撲滅という言葉が出ていたということに対

してそれは間違っていたと謝罪したんです。 

 撲滅という言葉自体を私は謝罪しておりません。言っておきま

す。 

 県でも、つまり野良猫に生活環境、これ言いましたね。 

 撲滅とは、これ言いましたね。 
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議長 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

 

 野良猫の根絶活動が繰り広げられているではありませんか。 

 

（議席より、根絶活動や繰り広げられてませんよと発言あり） 

 

 全国でも不妊治療やマイクロチップ挿入などによって 

 

（議席より、害虫と一緒にしたらいかんでと発言あり） 

 

 もうほんまにこれは 

 

（議席より、根絶活動や絶対繰り広げられてないでと発言あり） 

 

（西岡 尚宏議長） 

 田島さん。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 はい。 

 

（西岡 尚宏議長） 

 撲滅とか根絶とか言うのはいかんということで懲罰 

 

（田島 毅三夫議員） 

 じゃあ 

 

（西岡 尚宏議長） 

かけられたんですから 
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７番議員 

 

 

議長 

 

 

 

 

７番議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

（田島 毅三夫議員） 

 では聞きますが 

 

（西岡 尚宏議長） 

 それを使うことはいけません。 

 

（議席より、犬猫のねと発言あり） 

 

（田島 毅三夫議員） 

 では聞きますが、不妊手術は 

 

（議席より、不幸なね殺処分をやめるためにやりようわけでしょ

と発言あり） 

 

 不妊手術は何が目的ですか。 

 

（議席より、それは僕が言うとうことですやんと発言あり） 

 

 もう、 

 

（西岡 尚宏議長） 

 皆さん、先ほど議運の中で 

 

（議席より、これもう絶対間違うちょうと発言あり） 
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７番議員 

 

 

 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 弁明の範囲を超えなかったらいうことでしたが、一向に直りま

せんので皆さんこれはどうしますか。 

 やらしますか。 

 

（議席より、そんなんを繰り広げるんやったらやらす必要ないと

思う、全然猫のね、撲滅や根絶やいうね、目標で国や県や町が支

援出してしちょうことじゃないですよと発言あり） 

 

（田島 毅三夫議員） 

 弁明の中にちゃんとそれも全部説明をしちゃあります。 

 

（議席より、議長かまんですか、犬猫のね、あれですよ、不幸な

殺処分を減すためにやりよんですよと発言あり） 

 

（田島 毅三夫議員） 

 違う。それだけじゃない。 

 

（西岡 尚宏議長） 

 ８番福島君。 

 先ほどから、そういうふうになるので議運で挙がったように、

弁明の範囲を超えておると思いますので、挙手を採りたいと思い

ます。 

 このまま弁明を続けらせていいという人は挙手を願います。 

 それではもうこれで弁明は終わりという方の挙手を願います。 

 挙手全員でありますので、田島さん自席へ戻ってください。 

 それでは、７番田島毅三夫君の弁明が終わりましたので、田島
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毅三夫君の退場を求めます。 

 これより、発議第１２号、東洋町議会議員田島毅三夫君に対す

る再懲罰動議案について、提出者への質疑を行います。 

質疑はありませんか 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

ここで、お諮りいたします。 

本件動議については、議会会議規則第１１１条の規定により、

委員会の付託を省略することができず、議会委員会条例第６条第

１項の規定により、６名の委員で構成する懲罰特別委員会が自動

的に設置されましたので、これに付託して、審査することにご異

議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、本件については、６人の委員で構成する懲罰特別委員

会を設置し、これに付託して審査することに決定いたしました。 

ただいま設置されました懲罰特別委員会の委員の選任につい

ては、議会委員会条例第６条第２項及び第７条第４項の規定によ

り、資料として配付しております委員案の名簿のとおり、２番、

髙畠俊彦君、３番、小松熈君、４番、武山裕一君、５番、小野正

路君、６番、今宮裕明君、８番、福島登君を指名したいと思いま

すが、これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、懲罰特別委員会の委員は、名簿のとおり選任すること
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に決定いたしました。 

ただいま、選任されました特別委員の方々は、正副委員長の互

選を行ってください。 

場所は役場２階の第３会議室でお願いします。 

なお、初めての委員会でありますので、議会委員会条例第９条

第１項の規定により、ここに議長が口頭で招集の通知をします。 

また、正副委員長が、ともにおりませんので、議会委員会条例

第９条第２項の規定により、年長委員が臨時委員長として、正副

委員長を互選することになります。 

委員会の正副委員長が互選されましたら、配布します報告書に

記載のうえ、議長に提出して下さい。 

ここで、お諮りいたします。 

ただいま、可決されました東洋町議会議員田島毅三夫君に対す

る懲罰特別委員会につきましては、本日これより、審査に付すこ

とにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、さよう決しました。 

７番、田島毅三夫君の除斥を解きます。 

（田島議員入場） 

７番、田島毅三夫君に報告します。 

先ほど、東洋町議会議員田島毅三夫君に対する懲罰特別委員会

が設置され、本日、直ちに審査することとなりましたので、報告

します。 

ここで、懲罰特別委員会を開催しますので、休憩に入ります。 

再開は、１時３０分です。 
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懲罰特別委員会委

員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（休憩時間：１１時５５分） 

 

（懲罰特別委員会開催） 

 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（再開時間：１３時３０分） 

追加日程第１、発議第１２号、東洋町議会議員田島毅三夫君に

対する再懲罰の件を議題とします。 

地方自治法第１１７条の規定により、７番、田島毅三夫君の退

場を求めますので、第３会議室で待機してください。 

（田島議員退場） 

本件について、委員長の報告を求めます。 

今宮懲罰特別委員長。 

 

（今宮 裕明懲罰特別委員長） 

 報告を行います。 

令和元年９月１０日付で、本委員会に付託されました、議員田

島毅三夫君に対する懲罰の件についての審査結果を、ご報告いた

します。 

お手元の委員会審査報告書をご覧ください。 

本委員会は、令和元年９月１０日付で、提出者の髙畠俊彦議員

をはじめ賛成者５名の連署により、田島毅三夫議員に対する懲罰

動議が提出され、議長指名により懲罰特別委員会が設置されまし

た。 

定例会開会中に６名で構成する同委員会を同日招集し、委員長

に、私、今宮裕明、副委員長に小松熈議員を選任しました。 
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議長 

 

なお、髙畠俊彦議員は提出者のため退席しております。 

次に、本委員会における審査の経過について、概要を説明いた

します。 

提出者が理由とする、令和元年９月１０日、令和元年第３回定

例会１日目の本会議において、田島毅三夫議員に対し、地方自治

法第１３５条第１項第２号に規定する、公開の議場における陳謝

の懲罰を科しましたが、陳謝の朗読を拒否したので、再懲罰を求

めるものであります。 

特別委員会では、再度懲罰を科すか否かを諮り、懲罰を科すべ

きと全会一致で決定しました。 

次に、懲罰の種類について審議したところ、地方自治法第１３

５条第１項第３号の、一定期間の出席停止が妥当という結論に至

り、令和元年第３回定例会１日目の９月１０日から９月１１日ま

での、２日間の出席停止とすることに全会一致で決定をしまし

た。 

よって、議会の意思決定に基づき、田島毅三夫議員に対し、公

開の議場における陳謝の懲罰を科しましたが、陳謝の朗読を拒否

したので、再懲罰を科すことに決定をしました。 

再懲罰は、秩序維持、品位の保持に反したので、令和元年第３

回定例会１日目令和元年９月１０日から９月１１日までの２日

間の出席停止とすることに決定しました。 

以上で、懲罰特別委員会からの報告を終わります。 

ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

（西岡 尚宏議長） 

懲罰特別委員長からの報告が終わりました。 
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議会運営員会副委

員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

ここで、議会運営委員会を開催しますので、７番、田島毅三夫

君の除斥を一旦解き、入場を許可します。 

（田島議員入場） 

それでは、議会運営委員会を開催しますので、休憩に入ります。 

再開は、１時５５分であります。 

（休憩時間：１３時３７分） 

 

（議会運営委員会開催） 

 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（再開時間：１３時５５分） 

 議会運営委員会の報告を求めます。  

福島議会運営副委員長。 

 

（福島 登議会運営副委員長） 

 それでは、議会運営委員会の報告を行います。 

 先ほど、この動議の運営方法について検討した結果、まず、田

島議員への弁明の機会を与えるが、弁明の範囲を超えないものと

する。 

 次に、委員長に対する質疑を行う。 

 次に、討論を行う。 

 次に、採決の方法は起立により行う。 

 以上のように決定しました。 

 これで議会運営委員会の報告を終わります。 

 

（西岡 尚宏議長） 
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７番議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 ただいまの議会運営委員会からの報告のとおり、この動議につ

いては、７番、田島毅三夫君へ弁明の機会を与えるが、弁明の範

囲を超えないものとする。 

 委員長に対する質疑を行い、討論を行った後、起立により採決

を行う。 

 以上のとおりでご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

 異議なしと認めます。 

 次に、７番、田島毅三夫君の一身上の弁明を許可します。 

 ７番、田島毅三夫君、 

 

（議席より、議長と発言あり） 

 

 はい。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 まず、それ以前に弁明とは何かということを、まず審議しても

らいたい。委員会で。調査委員会でもいいが。また議運でもかま

んが、要するに。 

 でなければ私は弁明できません。 

 私はこれが弁明だと思ってますからね。 

 それを発言の度に止められて、やらされたら、止められたら私

はこれは弁明なんかできるわけがない。 

 弁明とはまず何かということをね。 

 

（西岡 尚宏議長） 
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８番議員 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

６番議員 

 

 

 

 今、皆さん、田島毅三夫議員からそういう意見がありましたが、

何回も議運やって弁明のことは話しておりますが、皆さん、どう

思われますか。 

 

（議席より、議長、先ほどのと発言あり） 

 

 ８番、福島君。 

 

（福島 登議員） 

 先ほどの弁明の時に、自分が説明しましたよ、そこで。 

 僕はもう聞きました。 

 もうだから２度、２回も聞く必要、僕はないと思います。 

 先ほど説明しましたもん、田島さんが。 

 

（西岡 尚宏議長） 

 他には、 

 

（議席より、じゃあ議長聞きますがと発言あり） 

 

 待ってください、他には。 

 ６番、今宮君。 

 

（今宮 裕明議員） 

自分が弁明できん言いよんのやか、もう弁明せんでもえいや

か。 
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（議席より、せんとは言うちょらん。弁明の仕方で止められたら

困るから、弁明とは何かとまず審議してくれと、審査してくれと、

決めてくれと、と発言あり） 

 

（西岡 尚宏議長） 

 弁明とは何かいうのは田島さんがさっき言われたじゃないで

すか。 

  

（議席より、だから聞いてくださいと発言あり） 

 

 あなたの解釈と皆さんの解釈とが違うんじゃないですか。 

 

（議席より、議員が処分されてるんですよ、されようとしてるん

ですよ。ね。その理由に対して疑義があれば、説明、あの、理由

を聞き、あの、自分の考えを言いね、自分の正当性を訴えて、ね

と発言あり） 

 

 それは、あなた、あなたのその弁明というのは、したことに対

しての弁明で、それの正当性を訴えて議会とか議員とかを批判す

るのは、それは弁明ではありません。 

 

（議席より、ちょっと、休憩を取ってください、ほんならと発言

あり） 

 

取りません。 

あなたの言ってることは自分は 
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（議席より、違うと発言あり） 

 

おかしいと思います。 

皆さんどうしますか。 

 

（議席より、自分の正当性、と発言あり） 

 

静かに。 

どうしますか、皆さん。 

 

（議席より、弁明をしないという意味じゃないんですかと発言

あり） 

 

ほやきんそれを取ってくれないとできないと言うから、皆さん

そのあのう、その弁明について、あの、議運を取りますか。取り

ませんかということを聞いているんです。 

 

（議席より、必要ないでしょうと発言あり） 

 

（議席より、もう必要はないでしょうと発言あり） 

 

必要ないと思われる方の挙手を願います。 

挙手多数ですので、もう必要ないということに決まりました。 

田島さん弁明をしますか。 
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７番議員 

 

 

議長 

 

 

 

７番議員 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

 

（田島 毅三夫議員） 

止めなければします。 

 

（西岡 尚宏議長） 

止めなければ、それは、言葉によって、止めます。 

そういうことを言われてもこれは困ります。 

 

（田島 毅三夫議員） 

もう、自分の弁明としての、自分の弁明の趣旨と趣旨に沿って、

自分の弁明させてもらいます。 

 

（西岡 尚宏議長） 

それはいきません。 

弁明になってなかったらそれは止めますので、そういうことを

言われたら許可は出せません。 

 

（議席より、議運でも決まったですよねと発言あり） 

 

はい。今、議運でも言うたように、議運の報告書のとおりであ

ればかまいません。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 議長、議長。 

 

（西岡 尚宏議長） 

 どうぞ。 
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（田島 毅三夫議員） 

あの、自分が、まあ例えばですよ、先ほどの職員さんの移住の

問題にしても、ね、私が言ったのは、チラシにこう書いてあるか

ら、それなら向こうへ行ったという、何か理由を言ってください

と言って、総務課に言ったんですよ。 

それが、個人情報だから出せないと言うから、議会で質問した

んですよ。 

 

（西岡 尚宏議長） 

それは、あの、あなたはいつもそうですよ。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 それに、まあ聞いてくださいよ人が話をしよる間は。 

 

（西岡 尚宏議長） 

田島さん、まあ、まあ、自分の、そういうところ言うて、 

 

（田島 毅三夫議員） 

 だから 

 

（西岡 尚宏議長） 

すぐ他へ行くじゃないですか。 

 

（田島 毅三夫議員） 

だからそれをちゃんと説明しなければ、分からないでしょう。
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それを説明さすまでにあなたたちは 

 

（西岡 尚宏議長） 

その説明が弁明でないんですよ。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 どうしてですか。 

 

（西岡 尚宏議長） 

あなた弁明のところからそういう説明して変なところへいき

ますから。 

 

（田島 毅三夫議員） 

ええ、それでは、 

 

（西岡 尚宏議長） 

もう結構です。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 よし、分かった。 

ほんならもうそりゃあしゃあない。 

私の意見は一人ですからね。 

それは決定に従わないと仕方がないきに。 

 

（西岡 尚宏議長） 

やらないということですね。 
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（田島 毅三夫議員） 

やりたいけども、やらせてくれるんやったらやります。 

やらないんじゃないんです。 

ほらやりたいことを言いたいことはなんぼでもあるんです。 

 

（西岡 尚宏議長） 

議運で決めたとおりやるんやったら、やらします。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 だあ。 

 

（西岡 尚宏議長） 

ただあなたが、自分の理論でやるんやったら、それは駄目です。 

 

（田島 毅三夫議員） 

聞かなければ分からないでしょ、えいか悪いかが。ね。 

内容、分からないでしょう。 

それを聞かずに、ただ、そういうことばっかり言うから、こう、

平行線になるんですよ。 

 

（西岡 尚宏議長） 

ほな、やってください。 

その代わり、悪かったらすぐ止めますから。どうぞ。 

 

（田島 毅三夫議員） 



７１ 

 

 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

 

 

 

議長 

 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

 

 

ちょっと、いただきます。 

あんまりしゃべりすぎたもんで、ごめんなさい。 

 

（西岡 尚宏議長） 

いらん、ものを言わないでください。 

 

（田島 毅三夫議員） 

【地方自治法第１２９条の規定により議長権限で削除】 

 

（西岡 尚宏議長） 

田島さん、またさっきもその撲滅で止められたじゃないです

か。 

 

（田島 毅三夫議員） 

その、その続きをしよるんですよ。続きを。 

 

（西岡 尚宏議長） 

田島さん、もうやめてください。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 どうしてですか。弁明をさせるというから、 

 

（西岡 尚宏議長） 

 議長権限で取り消します。 

 

（弁明書も、と発言あり） 
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 取り消します。 

 

（ほんだらこれ、文書でと発言あり） 

 

 自席へ帰ってください。 

 

（文書で出しますと発言あり） 

 

 自席へ帰ってください。 

 

（自席より、その言葉がいかんと言いよると発言あり） 

 

（議席より、違うわそれを説明しようとしよんのよ。最後まで聞

きなさいと言いよんのよほやきにと発言あり） 

 

（自席より、それは弁明やないやんもうと発言あり） 

 

（議席より、野良猫の撲滅・・・と発言あり） 

 

（議席より、だから今言う弁明ずっと続けて全部やらせてくれ

と、こう言いよんですよと発言あり） 

 

（議席より、執行部に言うんじゃないと発言あり） 

 

（自席より、使うたらいかん言葉を言うこと自体が間違うちょう
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と発言あり） 

  

（議席より、議員の中の話ですと発言あり） 

 
７番、田島毅三夫君の弁明が終わりました。 
７番、田島毅三夫君の退場を求めます。 

（田島議員退場） 
これより、発議第１２号、東洋町議会議員田島毅三夫君に対す

る再懲罰の件について、委員長に対する質疑を行います。 
質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 
これで質疑を終わります。 
これより討論を行います。 
まず、反対者の討論はありませんか。 

（なしの声あり） 

次に、賛成者の討論はありませんか。 
（なしの声あり） 

他に討論はありませんか。 

（なしの声あり） 

討論なしと認めます。 
これで討論を終わります。 
これより、発議第１２号、東洋町議会議員田島毅三夫君に対す

る再懲罰の件についてを、起立により採決します。 
 本件に対する委員長の報告は、７番、田島毅三夫君に本定例会

１日目の、本日９月１０日から９月１１日までの２日間の主出席
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停止の懲罰を科すことであります。 

 本件は委員長の報告のとおり、決定することに賛成の諸君の起

立を願います。 

 起立全員であります。 

 よって、７番、田島毅三夫君に本定例会１日目の９月１０日か

ら９月１１日までの２日間の出席停止の懲罰を科すことは可決

されました。 

 ７番、田島毅三夫君の除斥を解きます。 

（田島議員入場） 

 ７番、田島毅三夫君に申し上げます。 

 ただいまの議決により、東洋町議会会議規則第１１６条の規定

に基づいて、７番、田島毅三夫君に対し、懲罰の宣告を行います。 

 ７番、田島毅三夫君の起立を願います。 

（田島議員起立） 

 ７番、田島毅三夫君に、本定例会１日目の本日９月１０日から

９月１１日までの２日間、出席停止の懲罰を科します。 

 議場からの退去を求めます。 

（田島議員退去） 

  

 日程第４、認定第１号、平成３０年度東洋町一般会計歳入歳出

決算の認定についての件から、日程第１２、認定第９号、平成３

０年度東洋町後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出決算の

認定についてまでの９件を、この際一括議題としたいと思います

が、これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

 異議なしと認めます。よってさよう決しました。 
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 直ちに提出者の説明を求めます。 

 松延町長。 

 

（松延 宏幸町長） 

 認定第１号から認定第９号まで一括してご提案申し上げます。 

 認定第１号、平成３０年度東洋町一般会計歳入歳出決算の認定

について、地方自治法第２３３条第３項の規定により、別紙、監

査委員の意見を付して議会の認定に付する。 

 令和元年９月１０日提出でございます。 

  

 認定第２号、平成３０年度東洋町住宅新築資金等貸付事業特別

会計歳入歳出決算の認定について、地方自治法第２３３条第３項

の規定により、別紙、監査委員の意見を付して議会の認定に付す

る。 

 令和元年９月１０日提出でございます。 

 

 認定第３号、平成３０年度東洋町国民健康保険事業特別会計歳

入歳出決算の認定について、地方自治法第２３３条第３項の規定

により、別紙、監査委員の意見を付して、議会の認定に付する。 

 令和元年９月１０日提出でございます。 

 

 認定第４号、平成３０年度東洋町介護保険事業特別会計歳入歳

出決算の認定について、地方自治法第２３３条第３項の規定によ

り、別紙、監査委員の意見を付して議会の認定に付する。 

 令和元年９月１０日提出でございます。 
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 認定第５号、平成３０年度東洋町介護サービス事業特別会計歳

入歳出決算の認定について、地方自治法第２３３条第３項の規定

により、別紙、監査委員の意見を付して議会の認定に付する。 

 令和元年９月１０日提出でございます。 

 

 認定第６号、平成３０年度東洋町下水道事業特別会計歳入歳出

決算の認定について、地方自治法第２３３条第３項の規定によ

り、別紙、監査委員の意見を付して議会の認定に付する。 

 令和元年９月１０日提出でございます。 

 

 認定第７号、平成３０年度東洋町簡易水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定について、地方自治法第２３３条第３項の規定によ

り、別紙、監査委員の意見を付して、議会の認定に付する。 

 令和元年９月１０日提出でございます。 

 

 認定第８号、平成３０年度東洋町観光施設事業特別会計歳入歳

出決算の認定について、地方自治第２３３条第３項の規定によ

り、別紙、監査委員の意見を付して、議会の認定に付する。 

 令和元年９月１日提出でございます。 

  

 認定第９号、平成３０年度東洋町後期高齢者医療保険事業特別

会計歳入歳出決算の認定について、地方自治法第２３３条第３項

の規定により、別紙、監査委員の意見を付して、議会の認定に付

する。 

 令和元年９月１０日提出でございます。 

 提案理由でございます。 
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 認定第１号から認定第９号について、一括してご報告申し上げ

ます。 

 一般会計では、収入済額は３２億７３９２万９千円、支出済額

は２９億８４７１万６千円、歳入歳出差引２億８９２１万３千円

の黒字となっております。 

 次に、住宅新築資金等貸付事業特別会計では、収入済額は、２

９８０万８千円、支出済額は２億８４７２万円、歳入歳出差引２

億５４９１万２千円の赤字となっております。 

 次に国民健康保険事業特別会計では、収入済額は５億３２９８

万３千円、支出済額は５億３１６５万９千円、最終歳出差引１３

２万４千円の黒字となっております。 

 次に、介護保険事業特別会計では、収入済額は６億９０８万１

千円、支出済額は５億９２８３万円、歳入歳出差引１６２５万１

千円の黒字となっております。 

 次に介護サービス事業特別会計では、収入済額は１３８２万３

千円、支出済額は１３８２万３千円、歳入歳出差引０円となって

おります。 

 次に、下水道事業特別会計では、収入済額は１億４００９万４

千円、支出済額は１億３８９７万７千円、歳入歳出差引１１１万

７千円の黒字となっております。 

 次に、簡易水道事業特別会計では、収入済額は１億２６１７万

４千円、支出済額は１億２６０３万８千円、歳入歳出差引１３万

６千円の黒字となっております。 

 次に、観光施設事業特別会計では、収入済額は６８６０万円、

支出済額は６４５２万円、歳入歳出差引４０８万円の黒字となっ

ております。 
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 次に、後期高齢者医療保険事業特別会計では、収入済額は４６

５７万２千円、支出済額は４４６２万４千円、歳入歳出差引１９

４万８千円の黒字となっております。 

 最後に、東洋町全会計では、収入済額は、４８億４１０６万８

千円、支出済額は４７億８１９０万９千円、歳入歳出差引５９１

５万９千円の黒字となっております。 

 また、平成３０年度東洋町一般会計及び各特別会計歳入歳出決

算説明の主要施策成果報告書を添付しておりまして、地方自治法

第２４１条第５項の規定による基金の運用状況につきましては、

決算書の３７０ページから３７４ページに掲げております。 

 なお、決算の内容につきましては、会計管理者が説明をいたし

ます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

（西岡 尚宏議長） 

 生松会計管理者。 

 

（生松 克祐会計管理者） 

それでは私から、平成３０年度東洋町決算報告資料にて、決

算のご説明をさせていただきます。 

１ページをご覧ください。この資料でございます。 

 はじめにお断りとして、この資料おいて、ページ参照と記載し

ておりますものにつきましては、この資料のグラフ、表並びに決

算書に掲載しておりますので、説明時もしくは後ほど参照いただ

きますようお願い申し上げます。 

それと、決算額につきましては、円単位まで記載しておりま
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すが、このご説明では、千円単位未満は省略させていただきます。 

ご了承ください。 

それでは、平成３０年度東洋町歳入歳出決算、１、決算全体

の状況についてご説明させていただきます。 

①歳入額全体は、４８億４１０６万８千円で、前年度比では、

４７１７万２千円の増額、率にしますと１．００パーセント増と

なっております。 

そのうち、一般会計の歳入額は、３２億７３９２万９千円で、

前年度比では、１億４４３１万３千円の増額、率にしますと４．

１６パーセント増となっております。 

次に、特別会計全体の歳入額は、１５億６７１３万８千円で、

前年度比では、９７１４万１千円の減額、率にしますと５．８４

パーセント減となっております。 

続きまして、②歳出額全体は、４７億８１９０万９千円で、

前年度比では、８４８０万５千円の増額、率にしますと１．８１

パーセント増となっております。 

そのうち、一般会計の歳出額は、２９億８４７１万６千円で、

前年度比では、２億１４７４万８千円の増額、率にしますと７．

７５パーセント増となっております。 

次に、特別会計全体の歳出額は、１７億９７１９万２千円で、

前年度比では、１億２９９４万３千円の減額、率にしますと６．

７４パーセント減となっております。 

続きまして、③全会計の翌年度繰越金は、３億１２２９万２

千円で、前年度比では、４２２６万９千円の減額、率にしますと

１１．９２パーセント減となっております。 

主な減額要因につきましては、地域防災センター新築事業繰



８０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

越分の減額でございます。 

２ページをご覧ください。 

④平成３０年度経常収支比率でございます。 

人件費、扶助費などの経常的経費、それと町税、普通交付税

などの経常的収入との比率で表す経常収支比率について、今年度

の決算においては、前年度の９７．４パーセントから９７．６パ

ーセントと０．２パーセント、３年連続して増加しております。 

今年度は前年度と比較して、人件費と公債費で若干、増加し

ております。 

続きまして、⑤平成３０年度実質公債比率でございます。 

３ヶ年平均でみる、実質公債費比率においては、前年度９．

８パーセントから１１．７パーセントに増加しております。 

この要因は、前年度からの公債費の増加による率の上昇でご

ざいます。 

続きまして、ページ飛びまして６ページをご覧ください。 

２、一般会計決算の状況についてでございます。 

①平成３０年度一般会計決算額を平成２９年度と比較する

と、歳入は１億４４３１万３千円の増額、歳出は２億１４７４万

８千円の増額となっております。 

平成３０年度の主な事業でございます。 

この主な事業の掲載につきましては、各科目ごとに列挙して

おりますが、時間の都合上、後ほどご覧いただき、決算審査時に

ご説明、ご質問を承りたいと思っておりますので、ここでは割愛

させていただきます。 

９ページをご覧ください。 

①歳入の状況でございます。 
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ここでは、各科目ごとに前年度と比較して増加及び減少お示

ししており、また、決算額の右側にカッコ書きで記載しておりま

す内容については、前年度と比較して、その主要な要因を記載し

ております。 

ここでの説明は、主なもののみご説明いたしますのでご了承

ください。 

まず、歳入増加の内容については、使用料及び手数料３２１

９万６千円、保育給付費法定代理分、これは保育園の運営費のこ

とでございます。 

県支出金２４４３万５千円、観光拠点施設、耐震補助金。 

町債１億１６５０万円、地域防災センター建設債などで、合

計１億９８９３万円増加をしております。 

 １０ページをご覧ください。 

次に、歳入減少の内容につきましては、町民税からたばこ税

までそれぞれ４１８万９千円、５３万１千円、２４万円減少して

おります。 

徴収率は現年で、それぞれ９９．８、９９．６パーセント、

たばこ税は１００パーセントにいつもなりますので、省いており

ます。 

また、地方贈与税から地方交付税まででは、それぞれ２万円

から３４万４千円の減少、国庫支出金は２６０万７千円、臨時福

祉給付、空き家対策。 

繰入金４５７９万５千円、財政調整、防災対策加速化基金な

どで、合計５４６１万６千円減少しており、今年度と前年度との

歳入合計額比較では、１億４４３１万３千円増加ｗｐしておりま

す。 
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続きまして、③平成３０年度の町債でございます。 

町債は、総額４億２５００万円で、その内訳は、１０ページ

から１１ページにかけて列挙してございます。 

また後ほどご参照いただきたいと思っております。 

１２ページをご覧ください。 

④歳出の状況でございます。 

まず、歳出増加の内容につきましては、総務費、総額は、６

億２９１９万２千円で、前年度との比較では、５５１４万７千円

の増加でございます。 

増加の内訳では、総務管理費５６６３万５千円、人件費、Ｄ

ＭＶの補助金、徴税費９４万１千円、家屋全棟調査などで、減少

の内訳では、選挙費３０２万２千円、前年衆議院選挙でございま

す。 

次に、衛生費、総額は２億１０９９万１千円で、前年度との

比較では、２５４１万８千円増加をしております。 

増加の内訳では、保健衛生費３３５万５千円、人件費、簡易

水道繰出金、清掃費２２０６万８千円、芸東衛生組合負担金で、

減少はございません。 

１３ページをご覧ください。 

次に、商工費、総額は、１億１６８万３千円で、前年度との

比較では、５１１７万２千円増加をしております。観光物産セン

ター改修、海上遊具購入。 

次に、土木費、総額は２億５８１８万９千円で、前年度との

比較では、１８３４万１千円増加しております。 

増加の内訳では、道路橋梁費１６３９万４千円、港久保橋補

修工事、住宅費４１５万１千円空き家改修工事、下水道費７６０
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万円、下水道特別会計繰出などで、減少の内訳では、河川費２４

２万２千円、河川海岸浸食負担金、野根海岸です。土地対策費８

００万２千円、地籍測量委託でございます。 

次に、消防費、総額は、４億４８９１万３千円で、前年度と

の比較では、１億５０６７万１千円増加をしております。地域防

災センター新築事業繰越分、それと耐震改修補助でございます。 

１４ページをご覧ください 

次に、災害復旧費、総額は、１９８１万１千円で、前年度と

の比較では、１３０２万１千円増加しております。 

増加の内訳では、公共土木施設災害復旧費１１９３万５千円、

大斗高瀬の復旧工事でございますが、などで、減少はございませ

ん。 

次に、公債費、総額は、３億７０５９万９千円で、前年度と

の比較では、１１１万７千円増加しております。 

続きまして、歳出減少の内容につきましては、議会費、総額

は、４７４４万３千円で、前年度との比較では、１１９万９千円

減少しております。人件費減少でございます。 

次に、民生費、総額は、６億２２４０万７千円で、前年度と

の比較では、４０１５万１千円減少をしております。 

増加の内訳では、児童福祉費３８６１万８千円、施設型給付

費負担金で、これは方区の運営費のことでございます。 

減少の内訳では、社会福祉費４５８８万５千円、国保特別会

計繰出。 

１５ページをご覧ください。 

老人福祉費３２８８万４千円、前年の、町独自の高齢者給付

費でございます。 
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次に、農林水産業費、総額は、１億１０５８万円で、前年度

との比較では、５２１８万２千円減少しております。 

増加はなく、減少の内訳では、水産業費４０６１万８千円、

前年の水産整備負担金などでございます。 

次に、教育費、総額は、１億６４９０万３千円で、前年度と

の比較では、６６０万８千円減少をしております。 

増加の内訳では、甲浦小学校費６４万円、野根小学校費３６

万６千円、甲浦中学校費５３万３千円、それぞれ備品購入とパソ

コンリースで、減少の内訳では、教育総務費４７７万２千円、こ

れは前年ＬＧＷＡＮ整備委託料でございます。 

１６ページをご覧ください。 

野根中学校費２２４万５千円、前年修繕費などでございます。 

続きまして、⑤基金の状況でございます。 

平成３１年３月３１日現在、基金の現金、有価証券の主な残

高は、財政調整基金１億３９４０万円、施設整備基金２億６９０

万３０００円、減債基金１億４４万円、これは国債を含んでおり

ます。 

ふるさと創生育英基金２７６４万円、地域福祉基金１億８９

７万２０００円、ふるさとづくり基金５３４７万７千円、防

災対策加速化基金１億２７万円などで、合計、７億８４４９

万４千円でございまして、前年度比では、１億５２３１万円

減額しております。 

また、奨学基金、土地開発基金、国民健康保険高額療養費貸

付基金等の状況は、決算書の３７０ページから３７４ページ

を後ほど参照願いたいと思っております。 

１７ページをご覧ください。 
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⑥町債の状況でございます。 

平成３０年度末の町債の主な残高は、公共事業等債２億３５

９６万３千円、緊急防災、減災事業債６億５４８７万５千円、教

育、福祉施設等整備事業債１億１４０万１千円、過疎対策事業債

１５億６７５５万７千円、財源対策債２億３７９５万円、臨時財

政対策債１０億２５０８万２千円で、総額３８億８０６１万２千

円の残高となっております。 

ちなみに、町債は後年度、交付税措置があり、本町において

は、７割の交付税措置がある過疎対策事業債など、可能な限り有

利な起債をしております。 

次に、飛びまして２６ページをご覧ください。 

３、特別会計決算の状況でございます。 

これは町長がご説明したとおりでございますが、前年度と比

較して大きいところがございますので、そのことを追加して申し

上げたいと思っております。 

まず特別会計全体の決算額については、歳入では１５億６７

１３万８千円、前年度比では９７１４万１千円の減額、率にしま

すと５．８４パーセント減となっております。 

次に、歳出では１７億９７１９万２千円で、前年度比では、

１億２９９４万３千円の減額、率にいたしますと６．７４パーセ

ント減となっております。 

続きまして、各特別会計でございます。 

①住宅新築資金等貸付事業特別会計については、収入済額で

は２９８０万８千円、前年度比では１９４７万５千円の増額、率

にいたしますと１８８．４８パーセント増となっております。 

これは、滞納処分による県補助金が増加したことによるもの
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でございます。 

次に支出済額では、２億８４７２万円で、前年度比では７５

８万３千円の減額、率にいたしますと２．５９パーセント減とな

っております。 

歳入歳出差引では、マイナス２億５４９１万２千円の赤字決

算となっております。 

次に、②国民健康保険事業特別会計につきましては、収入済

額では５億３２９８万３千円で、前年度比では１億４１１万６千

円の減額、率にいたしますと１６．３４パーセント減となってお

ります 

次に、支出済額では、５億３１６５万８千円で、前年度比で

は１億４３３万円の減額、率にいたしますと１６．４０パーセン

ト減となっております。 

歳入歳出差引では、１３２万４千円の黒字決算となっており

ます。 

２７ページをご覧ください。 

次に、③介護保険事業特別会計につきましてて、収入済額で

は６億９０８万１千円で、前年度比では１０２４万５千円の増

額、率にいたしますと１．７１％増となっております。 

次に、支出済額では、５億９２８２万９千円で、前年度比で

は１５万３千円の減額、率にいたしますと０．０３パーセント減

となっております。 

歳入歳出差引では、１６２５万１千円の黒字決算となってお

ります。 

次に、④介護サービス事業特別会計について、収入済額では

１３８２万３千円で、前年度比では４１万９千円の減額、率にい
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たしますと２．９５パーセント減となっております。 

次に、支出済額では１３８２万３千円で、前年度比では、４

１万９千円の減額、率にいたしますと２，９５パーセント減とな

っております 

歳入歳出差引では０円の決算となっております。 

２８ページをご覧ください。 

次に、⑤下水道事業特別会計について、収入済額では１億４

００９万４千円で、前年度比では１９３２万５千円の増額、率に

いたしますと１６．００パーセント増となっております。 

次に、支出済額では１億３８９７万６千円で、前年度比では

１８２９万８千円の増額、率にいたしますと１５．１６パーセン

ト増となっております。 

歳入歳出差引では、１１１万７千円の黒字決算となっており

ます。 

次に、⑥簡易水道事業特別会計について、収入済額では１億

２６１７万４千円で、前年度比では４２０２万３千円の減額、率

にいたしますと２４．９８パーセント減となっております。 

次に、支出済額では１億２６０３万８千円で、前年度比では

４１８５万２千円の減額、率にいたしますと２４．９３パーセン

ト減となっております。 

歳入歳出差引では、１３万６千円の黒字決算となっておりま

す。 

次に、⑦観光施設事業特別会計につきましては、収入済額で

は６８６０万円で、前年度比では６９万５千円の減額、率にいた

しますと１．００パーセント減となっております。 

２９ページをご覧ください。 
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

支出済額では、６４５１万９千円で、前年度比では６０５万

５千円の増額、率にいたしますと１０．３６パーセント増となっ

ております。 

歳入歳出差引では、４０８万円の黒字決算となっております。 

最後に、⑧後期高齢者医療保険事業特別会計について、収入

済額では４６５７万２千円で、前年度比では１０６万７千円の増

額、率にいたしますと２．３５パーセント増となっております。 

支出済額では、４４６２万４千円で、前年度比では４万４千

円の増額、率にいたしますと０．１０パーセント増となっており

ます。 

歳入歳出差引では、１９４万８千円の黒字決算となっており

ます。 

私からは以上でございます。 

なお、グラフ及び表につきましては、後ほどご参照いただき

ますようお願いいたします。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

（西岡 尚宏議長） 

 以上で、一括議題とした提出案件の説明は、全て終わりました。 
ここでお諮りいたします。 
認定第１号、平成３０年度東洋町一般会計歳入歳出決算の認定

についての件から、認定第９号、平成３０年度東洋町後期高齢者

医療保険事業特別会計歳入歳出決算の認定についてまでの９件

は、質疑を省略し、議会委員会条例第５条の規定により、議長を

除く６人の委員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに

付託して審査することにしたいと思いますが、これにご異議あり
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ませんか。 
（異議なしの声あり） 
異議なしと認めます。 
よって、認定第１号から認定第９号までの９件は、質疑を省略

し、議長を除く６人の委員で構成する決算審査特別委員会を設置

し、これに付託して審査することに決定しました。 
暫時、休憩します。（決算審査名簿配布） 

（休憩時間：１４時３９分） 

 

（決算審査名簿配布） 

 
休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（再開時間：１４時４１分） 
お諮りいたします。 
ただいま設置されました決算審査特別委員会の委員の選任に

ついては、議会委員会条例第７条第４項の規定により、お手元に

配布した名簿のとおり、２番、髙畠俊彦君、３番、小松熈君、４

番、武山裕一君、５番、小野正路君、６番、今宮裕明君、８番、

福島登君を指名したいと思いますが、これにご異議ありません

か。 
（異議なしの声あり） 
異議なしと認めます。 
よって、決算審査特別委員会の委員は、名簿のとおり選任する

ことに決定しました。 
ただいま選任されました特別委員の方々は、次の休憩中に委員

会を開催し、正副委員長の互選を行ってください。 
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場所は役場２階の第３会議室でお願いします。 
なお、初めての委員会でありますので、議会委員会条例第９条

第１項の規定により、ここに議長が口頭で招集の通知をします。 
また、正副委員長がおりませんので、議会委員会条例第９条第

２項の規定により、年長委員が臨時委員長として、正副委員長を

互選することになります。 
委員会の正副委員長が互選されましたら、配布します報告書に

記載の上、直ちに議長へ提出して下さい。 
ここで、１５分間、休憩をします。 
再開は３時です。 

（休憩時間：１４時４２分） 

 

（決算審査特別委員会開催・正副委員長互選） 

 

決算審査特別委員会の委員長、副委員長の互選結果について報

告します。 

（再開時間：１５時００分） 
委員長に小松熈君、副委員長に今宮裕明君。 

以上であります。 

 
日程第１３、承認第１１号、専決処分事項令和元年度東洋町下

水道事業特別会計補正予算専決第１号の件から、日程第２０、議

案第２６号、令和元年度東洋町観光施設事業特別会計補正予算第

１号を定めることについてまでの８件を、この際、一括議題とし

たいと思いますが、これにご異議ありませんか。 
（異議なしの声あり） 
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異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 
直ちに、提出者の説明を求めます。 
松延町長。 

 

（松延 宏幸町長） 

 承認第１１号、専決処分事項令和元年度東洋町下水道事業特別

会計補正予算専決第１号の承認を求めることについて、緊急を要

しましたので、地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙

専決処分書のとおり処分したので同法第３項の規定により報告

し、議会の承認を求める。 

 令和元年９月１０日提出でございます。 

 提案理由でございます。 

 当初予算にて計上しております、甲浦浄化センター水処理施設

等の更新工事につきまして、令和２年度の国庫補助金の採択を確

保するため、債務負担行為の設定を必要といたしましたので、令

和元年７月２９日に専決処分をさせていただいております。 

 なお、内容につきましては、産業建設課長が説明をいたします。 

 

 １４ページでございます。 

 議案第２０号、東洋町老朽建物等の適正管理等に関する条例の

一部を改正することについて、地方自治法第９６条第１項第１号

の規定により、議会の議決を求める。 

 令和元年９月１０日提出でございます。 

 提案理由でございます。 

 空き家等の対策につきまして、本町でも空き家活用事業、老朽

住宅除却事業等により、問題解消に努めておりますけれども、過
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疎化等により今後、適正に管理されない建物の増加が見込まれま

す。 

 適正管理されていない建物等が地域住民の生活環境に深刻な

影響を及ぼしていることに鑑みまして、住民の生命、身体又は財

産を保護するとともに、生活環境の保全を図るため、本条例の一

部を改正しようとするものでございます。 

 なお、内容につきましては住民課長が説明をいたします。 

 

 議案第２１号、東洋町非常勤消防団員の定員、任免、給与、服

務等に関する条例の一部を改正することについて、地方自治法第

９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求める。 

 令和元年９月１０日提出でございます。 

 提案理由でございます。 

 今回の改正は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正

化等を図るための関係法律の整備に関する法律の公布等に伴い、

消防団員の欠格事項における成年被後見人等の権利の制限に係

る措置について、適正化を図るため、条例の一部を改正しようと

するものでございます。 

 なお、内容につきましては、総務課長が説明をいたします。 

  

１６ページでございます。 

 議案第２２号、東洋町地区集会所の設置及び管理条例の一部を

改正することについて、地方自治法第９６条第１項第１号の規定

により、議会の議決を求める。 

 令和元年９月１０日提出でございます。 

 提案理由でございます。 
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 新たに、池相間地区に集会所が建設されたことに伴いまして、

東洋町地区集会所の設置及び管理条例の一部を改正しようとす

るものでございます。 

 なお、内容につきましては総務課長が説明をいたします。 

 

 議案第２３号でございます。 

 東洋町森林環境譲与税基金条例を定めることについて、地方自

治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求める。 

 令和元年９月１０日提出でございます。 

 提案理由でございます。 

 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の公布に伴い、当

該譲与税を基金として積み立て、森林の整備及びその促進に関す

る施策の財源に充てるため、地方自治法第２４１条第１項の規定

に基づき、東洋町森林環境譲与税基金条例を定めようとするもの

でございます。 

 なお、内容につきましては産業建設課長が説明をいたします。 

 

 議案第２４号、令和元年度東洋町一般会計補正予算第２号を定

めることについて、地方自治法第２１８条第１項の規定により、

議会の議決を求める。 

 令和元年９月１０日提出でございます。 

 提案理由でございます。 

 歳入歳出それぞれ１億３１５万５千円を追加し、予算総額を歳

入歳出それぞれ３２億９１７０万４千円とするものでございま

す。 

 歳入では、地方譲与税、地方交付税、国庫支出金、県支出金、
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財産収入、寄附金、諸収入、町債を計上いたしております。 

 歳出では、４月１日及び７月１日付けの人事異動等に伴う各課

の人件費を調整をしております。 

主な事業といたしましては、高知県東部交通車両購入費補助

金、プレミアム商品券事業、危険建築物防護ネット設置委託費、

森林環境譲与税基金積立金、河川海岸浸食対策事業などを計上し

ております。 

 また、平成３０年度国の２次補正に対応いたしまして、コンク

リートブロック塀耐震対策事業を計上いたしております。 

 なお、内容につきましては総務課長が説明をいたします。 

 

 続きまして議案第２５号でございます。 

 令和元年度東洋町簡易水道事業特別会計補正予算第１号を定

めることについて、地方自治法第２１８条第１項の規定により、

議会の議決を求める。 

 令和元年９月１０日提出でございます。 

 提案理由でございます。 

 歳入歳出それぞれ１４５万円を追加し、予算総額を歳入歳出そ

れぞれ１億６３４１万９千円とするものでございます。 

 歳入では、繰入金、町債を計上いたしております。 

 歳出では、押野地区水道管布設替え工事を計上いたしておりま

す。 

 なお、内容につきましては、産業建設課長が説明をいたします。 

 

 議案第２６号でございます。 

 令和元年度東洋町観光施設事業特別会計補正予算第１号を定
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めることについて、地方自治法第２１８条第１項の規定により議

会の議決を求める、 

 令和元年９月１０日提出でございます。 

 提案理由でございます。 

 歳入歳出それぞれ９２万８千円を追加し、予算総額を歳入歳出

それぞれ６４３３万４千円とするものでございます。 

 歳入では、観光施設事業収入を計上いたしております。 

 歳出では、生見駐車場警備委託料、海の駅ブラインド取付工事

などを計上いたしております。 

 なお、内容につきましては産業建設課長が説明をいたします。 

 以上でございます。 

 

（西岡 尚宏議長） 

 伊吹産業建設課長。 

  

（伊吹 真貴博産業建設課長） 

 それでは私の方から、承認第１１号令和元年度東洋町下水道事

業特別会計補正予算専決第１号について、ご説明をいたします。 

 予算書の２ページをお願いいたします。 

 第３表の債務負担行為。 

 今回の補正予算は、長寿命化計画により、平成３１年度から計

画的に実施する水処理設備工事費に伴う、国庫補助金を令和２年

度においても確保するために、必要な要件として債務負担行為を

計上するものです。 

 限度額は５４６０万円としております。 

 なお、申請手続きの提出期限の関係から専決処分をさせていた
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だいております。 

 以上です。 

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

（西岡 尚宏議長） 

 蛭子住民課長。 

 

（蛭子 浩久住民課長） 

 私から、議案第２０号、東洋町老朽建物等の適正管理等に関す

る条例の一部を改正することについて、ご説明をいたします。 

 議案資料の１ページと、新旧対照表の１ページをお願いいたし

ます。 

 本町では過疎化、核家族化が進む中、空き家が増え、適正に管

理されていない空き家が地域住民の生活環境に深刻な影響を及

ぼしている事例があり、今後もそのようなことが増えてくると考

えられます。 

 この度の条例改正は、地域住民の生命、身体又は財産を保護す

るとともにその生活環境の保全を図るため、町長が必要に応じて

最小限度の応急措置が行えるようにするものでございます。 

 第２条第１項第１号では、建物等の定義を建物その他の土地の

工作物及び敷地をいうに改めます。 

 次に第９条以下を１条ずつ繰り下げて、次の１条を加えており

ます。 

 （応急措置）第９条、町長は空き家等の適正管理が行われてい

ないことにより、人の生命、身体又は財産に著しい損害が生じる

おそれがあるときはその予防のため、必要最小限度の応急の措置
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を講ずることができる。 

 この条例は令和元年１０月１日から施行するとしております。 

 以上です。 

よろしくお願いいたします。 

 

（西岡 尚宏議長） 

 大坪総務課長。 

 

（大坪 靖幸総務課長） 

 それでは私から、議案第２１号、東洋町非常勤消防団員の定員、

任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正することについて、

ご説明いたします。 

新旧対照表の２ページをお願いいたします。 

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るため

の関係法律の整備に関する法律が公布され、成年被後見人等の人

権がより尊重されますよう、本条例の第４条第１号に規定されて

おります、欠格条項、成年被後見人又は被保佐人を削除しようと

するものです。 

また、同条２号では字句の改正を、同条３号では免職を懲戒

免職に改正しようとするものでございます。 

附則です。 

この条例は、公布の日から施行するとしております。 

続きまして、議案第２２号、東洋町地区集会所の設置及び管

理条例の一部を改正することについてご説明いたします。 

 引き続き新旧対照表３ページから４ページにかけてご説明を

させていただきます。 



９８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

産業建設課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回、池相間地区に建設をしておりました集会所が完成したた

め、名称を池相間地区集会所とし、位置は、東洋町大字野根丙２

４４６番地を追加し、改正するものであります。 

 附則です。 

この条例は、公布の日から施行するとしております。 

 以上でございます。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

（西岡 尚宏議長） 

 伊吹産業建設課長。 

 

（伊吹 真貴博産業建設課長） 

 それでは、議案第２３号、東洋町森林環境譲与税基金条例を定

めることについてご説明をいたします。 

 議案関係資料の５ページと６ページをご参照ください。 

 この基金条例の目的は、地球温暖化防止の新たな枠組みであ

る、パリ協定の下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の

達成や、産地栽培防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財

源を安定的に確保する観点から、総務省が平成３１年４月１日施

行、森林環境譲与税の創設に伴い、本町においても、森林環境譲

与税基金条例を創設するものです。 

 条文、第１条設置では、本町における森林整備及びその促進を

図るため、東洋町森林環境譲与税基金を設置するから以下、第２

条積立て、第３条管理、第４条運用益金の処理、第５条繰替運用、

第６条処分、第７条委任まで定めておりますので、内容につきま

してはご参照ください。 
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産業建設課長 

 

 また、附則では、この条例は公布の日から施行するとしており

ます。 

 なお、令和元年度、本町への森林環境譲与税の配分額の試算で

は、約４６０万円となっております。 

 以上です。 

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

（西岡 尚宏議長） 

 大坪総務課長。 

 

（大坪 靖幸総務課長） 

 それでは議案第２４号、令和元年度東洋町一般会計補正予算第

２号について、ご説明をいたします。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

 今回の補正では、歳入歳出それぞれ１億３１５万５千円を追加

し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ３２億９１７０万

４千円とするものでございます。 

 ２ページをお願いいたします。 

（予算書に基づき説明） 

 

（西岡 尚宏議長） 

 伊吹産業建設課長。 

 

（伊吹 真貴博産業建設課長） 

 それでは私の方から、議案第２５号、第２６号についてご説明

をいたします。 
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 令和元年度東洋町簡易水道事業特別会計補正予算第１号につ

いてご説明をいたします。 

 今回の補正予算は、飲料水供給施設の工事費を追加するもので

す。 

 歳入歳出の予算１４５万円を追加し、予算総額を歳入歳出それ

ぞれ１億６３４１万９千円とするものです。 

 予算書の４ページをお願いいたします。 

（予算書に基づき説明） 

 続きまして議案第２６号、令和元年度東洋町観光施設事業特別

会計補正予算第１号の承認を求めることにつきましてご説明を

いたします。 

 今回の補正予算の主なものは、第３駐車場の修繕費や海の駅施

設の工事費となっております。 

 歳入歳出それぞれ９２万８千円を追加し、予算総額を歳入歳出

それぞれ６４３３万４千円とするものです。 

 予算書の６ページをお願いいたします。 

（予算書に基づき説明） 

 

（西岡 尚宏議長） 

 以上で一括議題とした提出案件の説明が全て終わりました。 

 日程第２１、同意第１４号、教育委員会の委員の任命につき同

意を求めることについての件を議題とします。 

 直ちに提出者の説明を求めます。 

 松延町長。 

 

（松延 宏幸町長） 
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 同意第１４号でございます。 

 教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについて、地

方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定に

より議会の議決を求める。 

 令和元年９月１０日提出でございます。 

 住所は安芸郡東洋町大字野根丙１８６１番地。 

 氏名は市原明氏でございます。 

 任期は令和元年１１月２１日から令和５年１１月２０日まで

となっております。 

 提案理由でございます。 

 令和元年１１月２０日付けで、土屋教育委員が任期満了を迎え

ます。 

 今回、市原明氏を教育委員に任命したいと存じますので、よろ

しくお願いをいたします。 

 経歴書につきましては、裏面のとおりでございますので、ご参

照を願います。 

  

（西岡 尚宏議長） 

 提出者の説明が終わりました。 

 本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに

ご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

 異議なしと認めます。よってさよう決しました。 

 これより、同意第１４号、教育委員会の委員の任命につき同意

を求めることについての件を採決します。 

 この採決は無記名投票をもって行います。 
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 議場の閉鎖を命じます。 

（議場閉鎖） 

 ただいまの出席議員は６名であります。 

 議会会議規則第３２条第２項の規定により、立会人に４番、武

山裕一君、並びに５番、小野正路君を指名します。 

 投票用紙を配布させます。 

（投票用紙配布） 

 本案を可とする諸君は賛成と、否とする諸君は反対と記載願い

ます。 

 なお、重ねて申し上げます。 

 投票中、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は

議会会議規則第８４条の規定により、否とみなすことになってお

ります。 

 投票用紙の配布漏れはありませんか。 

（なしの声あり） 

 配布漏れなしと認めます。 

 投票箱を改めさせます。 

（投票箱点検） 

 異常なしと認めます。 
これより投票に入ります。 
２番議員より、順次、投票願います。 
投票漏れはありませんか。 

（なしの声あり） 

投票漏れなしと認めます。投票を終了します。 
開票を行います。 
４番、武山裕一君、並びに５番、小野正路君、立会いをお願い
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いたします。 
投票結果を報告します。 
投票総数６票、うち有効投票６票、無効投票０票であります。 

有効投票中、賛成６票、反対０票。 
以上のとおりであります。 
よって、同意第１４号、教育委員会の委員の任命につき同意を

求めることについての件は、同意することに決定しました。 
議場の閉鎖を解きます。 

（議場閉鎖解除） 
 

日程第２２、報告第４号、財政の健全化判断比率等の報告につ

いて報告を求めます。 
松延町長。 

 

（松延 宏幸町長） 

 報告第４号、財政の健全化判断比率等の報告について、地方公

共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条

第１項の規定によりご報告を申し上げます。 

 毎年度、健全化判断比率を監査委員の審査に付して議会に報告

しなければならない指標は下記のとおりとなっております。 

 実質赤字比率、連結実質赤字比率ともに該当はございません。 

 実質公債費比率は１１．７パーセント、将来負担比率は６５．

３パーセントとなっております。 

 資金不足比率は該当はございません。 

 以上でございます。 
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（議席より、議長と発言あり） 

 

（西岡 尚宏議長） 

 ６番、今宮裕明君。 

 

（今宮 裕明議員） 

 動議を提出します。 

 

（西岡 尚宏議長） 

 どのような動議でしょうか。 

 自席で簡潔に言ってください。 

 

（今宮 裕明議員） 

 田島毅三夫議員に対する懲罰動議です。 

 

（西岡 尚宏議長） 

 一旦、休憩します。 

（休憩時間：１５時４５分） 

 

（動議の確認） 

 

再開します。 

（再開時間：１５時４５分） 

ただいま、６番、今宮裕明君から、地方自治法第１３４条第１

項の規定によって、東洋町議会議員田島毅三夫君に対する懲罰動

議案が提出されました。 
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この懲罰動議は、地方自治法第１３５条第２項及び会議規則第

１１０条第１項により所定の賛成者がありますので、成立してい

ます。 

ここで、休憩に入ります。 

小休します。 

（休憩時間：１５時４６分） 

 

（動議配布） 

 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（再開時間：１５時５０分） 

ただいま、お手元に配布したとおり、発議第１３号、東洋町議

会議員田島毅三夫君に対する懲罰動議についてを日程に追加し、

追加日程第２として、直ちに議題とすることについて、採決しま

す。 

発議第１３号、東洋町議会議員田島毅三夫君に対する懲罰動議

を日程に追加し、追加日程第２として、直ちに、議題とすること

に、賛成の方の、挙手を願います。 

挙手全員であります。 

よって、発議第１３号、東洋町議会議員田島毅三夫君に対する

懲罰動議についてを日程に追加し、追加日程第２として、直ちに

議題とすることは可決されました。 

ここで、議会運営委員会を開催しますので、休憩に入ります。 

再開は、１６時１０分とします。 

（休憩時間：１５時５１分） 
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（議会運営委員会開催） 

 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（再開時間：１６時１０分） 

これより、追加日程第２、発議第１３号、東洋町議会議員田島

毅三夫君に対する懲罰動議についてを議題とします。 

地方自治法第１１７条の規定により、７番、田島毅三夫君の退

場を求めるところでありますが、７番、田島毅三夫君は出席停止

の処分を科されておりますので、本会議場にはおられませんの

で、本件については、議会運営委員会で検討されておりますので、

委員会の報告を求めます。 

髙畠議会運営委員会委員長。 

 

（髙畠 俊彦議会運営委員長） 

それでは先ほどの、議会運営委員会の報告を行います。 

先ほど、この動議の運営方法について協議した結果、 

７番、田島毅三夫君は出席停止の処分を科されておりますの

で、弁明の機会を与えることができないため、まず提出者からの

説明ののち、次に提出者に対する質疑のみを行う。 

以上のように決定いたしました。 

これで議会運営委員会の報告を終わります。 

 

（西岡 尚宏議長） 

ただいまの、議会運営委員会からの報告のとおり、この動議に

ついては、７番、田島毅三夫君は出席停止であり、弁明の機会を

与えることができませんので、提出者からの説明ののち、提出者
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に対しての質疑のみを行う。 

以上のとおりで、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認めます。 

提出者の説明を求めます。 

６番、今宮裕明君。 

 

（今宮 裕明議員） 

それでは、提出理由を説明します。 

東洋町議会議員田島毅三夫君に対する懲罰動議。 

次の理由により、田島毅三夫議員に懲罰を科されたいので、地

方自治法第１３５条第２項及び会議規則第１１０条第１項の規

定により、動議を提出します。 

提出者は私、今宮裕明。 

賛成者は、髙畠俊彦、小野正路、小松熈、福島登、武山裕一の

各議員であります。 

提出理由を説明します。 

本日の会議において、田島毅三夫議員は、議長からの注意喚起

または制止に従わない行為など、地方自治法第１２９条議場の秩

序維持、同規則第１３２条品位の保持、議会会議規則第５４条発

言内容の制限、同規則第１２２条品位の尊重に抵触すると思われ

る発言がありました。 

これまでにも、同様の件で懲罰を科されたにもかかわらず、本

会議での態度の改善は見受けられないことは明らかであります。 

よって、規律を遵守し、議会秩序を保持する東洋町議会とする

ため、田島毅三夫議員の懲罰が必要であると考え、賛成議員とと



１０８ 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もに、田島毅三夫議員の懲罰動議を提出するものであります。 

以上、ご審議よろしくお願いいたします。 

 

（西岡 尚宏議長） 

提出者の説明が終わりました。 

これより、発議第１３号、東洋町議会議員田島毅三夫君に対す

る懲罰動議案について質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

ここで、お諮りいたします。 

本件動議については、議会会議規則第１１１条の規定により、

委員会の付託を省略することができず、議会委員会条例第６条第

１項の規定により、６名の委員で構成する懲罰特別委員会が自動

的に設置されましたので、これに付託して審査することにご異議

ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、本件については、６人の委員で構成する懲罰特別委員

会を設置し、これに付託して審査することに決定いたしました。 

ただいま設置されました懲罰特別委員会の委員の選任につい

ては、議会委員会条例第６条第２項及び第７条第４項の規定によ

り、資料として配付しております委員案の名簿のとおり、２番、

高畠俊彦君、３番、小松熈君、４番、武山裕一君、５番、小野正

路君、６番、今宮裕明君、８番、福島登君を指名したいと思いま
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すが、これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、懲罰特別委員会の委員は、名簿のとおり選任すること

に決定いたしました。 

ただいま、選任されました特別委員の方々は、本日の会議終了

後に、正副委員長の互選を行って下さい。 

なお、初めての委員会でありますので、議会委員会条例第９条

第１項の規定により、ここに議長が口頭で招集の通知をします。 

また、正副委員長がともにおりませんので、議会委員会条例第

９条第２項の規定により、年長委員が臨時委員長として、正副委

員長を互選することになります。 

委員会の正副委員長が互選されましたら、配布します報告書に

記載の上、議長に提出して下さい。     

 以上で、本日の議事日程は全て終了いたしました。 

 ここで、お諮りいたします。 

 冒頭の、議会運営委員長の報告のとおり、本会議散会後から休

会とし、審議、採決並びに一般質問のため、１３日午前９時から

再開したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（議なしの声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よってさよう決しました。 

 本日は、これにて散会します。 

 次の本会議は１３日午前９時から議会放送をいたします。 

 また、これより休憩後、午後４時３０分から役場２階の第３会
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議室において、決算審査特別委員会を開催します。 

 日程は１１日までですが、審査が終了次第会議を閉じます。 

 どうもお疲れさまでございました。 

 これにて議会放送を終了いたします。 

（閉会時間：１６時１８分） 
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